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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3

01北海道 函館市 ○ 函館市行財政改革新5か年計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

01北海道 小樽市 ○ 小樽市財政健全化計画 ○ H 18 H 24 ○ H H

旭川市行財政改革推進プログラム　二訂版 ○ H 22 H 25 ○ H H

新旭川市財政健全化プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

新たな行政改革 ○ H 22 H 24 ○ H H

職員数の見通し ○ H 22 H 25 ○ H H

釧路市財政健全化推進プラン ○ H 23 H 38 ○ H H

釧路市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

釧路市アウトソーシング推進指針 ○ H 18 H ○ H H

第三セクター等あり方検討方針 ○ H 18 H ○ H H

新たな行財政改革に関する基本方針 ○ H 20 H 24 ○ H H

新たな行財政改革実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

北見市行財政改革大綱 ○ H 19 H 28 ○ H H

第2次北見市財政健全化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

北見市行財政改革推進計画（中期） ○ H 23 H 25 ○ H H

01北海道 夕張市 ○ 夕張市財政再生計画 ○ H 21 H 41 ○ H H

01北海道 岩見沢市 ○ H H H H ○ 必要に応じて実施
市町村合併を行っており、事務事業・定数管理等
見直しを実施済

01北海道 網走市 ○ 第3次網走市行政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

新・留萌市財政健全化計画 ○ H 21 H 27 ○ H H

留萌市立病院改革プラン ○ H 20 H 27 ○ H H

苫小牧市行政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

民間委託等の推進に関する指針 ○ H 21 H ○ H H

苫小牧市民間委託等推進計画 ○ H 22 H ○ H H

公共施設の在り方に関する指針 ○ H 21 H ○ H H

苫小牧市公共施設運営計画 ○ H 22 H ○ H H

稚内市経営方針
（単年度毎に作成（更新））

○ H 21 H ○ H H

稚内市職員定員適正化計画 ○ H 20 H 42 ○ H H

稚内市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

指定管理者制度に関する指針 ○ H 16 H ○ H H

稚内市ＰＦＩ基本方針 ○ H 14 H ○ H H

宗谷定住自立圏共生ビジョン ○ H 23 H 27 ○ H H

美唄市財政健全化計画 ○ H 20 H 27 ○ H H

美唄市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

芦別市行財政改革大綱 ○ H 12 H ○ H H

芦別市財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

01北海道 江別市 ○ 江別市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

あかびらスクラムプラン ○ H 18 H 23 ○ H H

赤平市財政健全化計画 ○ H 18 H 24 ○ H H

赤平市財政健全化計画（改訂版） ○ H 20 H 26 ○ H H

01北海道 紋別市 ○ H H H H ○
紋別市集中改革プランで未実施の学校給食調理
場の統廃合及び委託化、保育所の見直しの実施
に向け、行政改革を推進していく。

年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

01北海道 旭川市 ○ ○

01北海道 室蘭市 ○ ○

01北海道 釧路市 ○ ○

01北海道 帯広市 ○

01北海道 北見市 ○ ○

01北海道 留萌市 ○ ○

01北海道 苫小牧市 ○ ○

01北海道 稚内市 ○ ○

01北海道 美唄市 ○

01北海道 芦別市 ○ ○

01北海道 赤平市 ○

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

士別市行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

士別市行財政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

士別市財政運営方針 ○ H 23 H ○ H H

01北海道 名寄市 ○ 新・名寄市行財政改革推進計画 ○ H 18 H 23 ○ H H

01北海道 三笠市 ○ 第4次三笠市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 根室市 ○ 第5次行政改革実施要綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第5次行政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

滝川市行財政改革基本方針 ○ H 15 H ○ H H

新滝川市活力再生プラン ○ H 21 H 23 ○ H H

新砂川市行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H

砂川市自立の方策 ○ H 19 H 23 ○ H H

砂川市行財政改革に関する答申 ○ H 19 H ○ H H

01北海道 歌志内市 ○ 歌志内市財政健全化計画 ○ H 18 H 23 ○ H H

01北海道 深川市 ○ 深川市行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

01北海道 富良野市 ○ 第3次富良野市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

登別市行財政改革プラン2010 ○ H 22 H 25 ○ H H

登別市行財政改革実施プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

登別市定員適正化計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

01北海道 恵庭市 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

伊達市行政改革大綱2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

伊達市行政改革大綱2011実施計画書 ○ H 23 H 27 ○ H H

行財政構造改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

北広島市行財政構造改革・実行計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

北広島市第3次定員適正化計画 ○ H 20 H 23 ○ H H

第2次石狩市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第2次石狩市行政改革大綱実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

石狩市定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

01北海道 北斗市 ○ 北斗市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

南幌町自立緊急実行プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

南幌町自立緊急実行プラン実施計画（毎年度） ○ H 23 H 25 ○ H H

01北海道 奈井江町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

01北海道 士別市 ○ ○

01北海道 千歳市 ○

01北海道 滝川市 ○

01北海道 砂川市 ○

01北海道 登別市 ○ ○

01北海道 伊達市 ○

01北海道 北広島市 ○ ○

01北海道 石狩市 ○ ○

01北海道 南幌町 ○ ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 上砂川町 ○
第6期
上砂川町総合計画

○ H 23 H 28 ○ H H

01北海道 由仁町 ○ 由仁町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

01北海道 長沼町 ○ H H H H ○

新規起債発行を抑制し、非常時に備え基金を増
額する。
また、指定管理者制度の更なる導入、公共施設
の有効利用、減免等受益者負担のあり方など、
集中改革プランの内容を引き続き検討する。

税率を上げるなど急激な取組みで住民の危機感
をあおらず、また公共事業もある程度確保しバラ
ンスよく事業を実施したなかで、できるだけ緩やか
な改革を行うため。

01北海道 栗山町 ○
がんばる栗山プラン21（第3次行財政改革大綱、
第3次行財政改革推進計画書、第3次行財政改
革実施計画書）

○ H 17 H 27 ○ H H

月形町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

月形町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 浦臼町 ○ 浦臼町行財政改革集中プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

新十津川町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

新十津川町行政改革大綱　実施計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

新十津川町　新・集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

01北海道 妹背牛町 ○ 第4次妹背牛町行財政改革実施計画 ○ H 22 H 31 ○ H H

01北海道 秩父別町 ○ 秩父別町行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H

01北海道 雨竜町 ○ 雨竜町行財政改革推進実施計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

01北海道 北竜町 ○ 北竜町行財政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

01北海道 沼田町 ○ H H H H ○
政策的事業の評価を実施するとともに予算編成
時において事務事業の見直しを行い、必要に応じ
歳出削減、歳入増加の方策を行う。

これまで行ってきた行財政改革により健全な財政
運営が図られている。
今後の改革には、施設や外郭団体等の見直しが
課題であるが、方向性が定められない状態のた
め。

当別町財政運営計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

当別町「協働の指針」 ○ H 19 H ○ H H

01北海道 新篠津村 ○ 新篠津村行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

01北海道 島牧村 ○ 定員管理と採用計画について ○ H 22 H 27 ○ H H

01北海道 寿都町 ○ 寿都町行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

黒松内町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

黒松内町行政改革大綱に基づく実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

第4次蘭越町行政改革大綱 ○ H 20 H 23 ○ H H

第4次蘭越町行政改革推進計画 ○ H 20 H 23 ○ H H

蘭越町行財政再構築プラン ○ H 17 H 23 ○ H H

01北海道 ニセコ町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

01北海道 真狩村 ○ 第6次真狩村行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 留寿都村 ○ 留寿都村 自主・自立行財政改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

01北海道 喜茂別町 ○ きもべつ自律プラン ○ H 21 H 23 ○ H H

京極町行政改革プラン2011 ○ H 23 H 25 ○ H H

京極町行政改革プラン2011実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

01北海道 月形町 ○ ○

01北海道 新十津川町 ○

01北海道 当別町 ○ ○

01北海道 黒松内町 ○ ○

01北海道 蘭越町 ○ ○

01北海道 京極町 ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第3次倶知安町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

共和町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

共和町行政改革実施計画の指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 岩内町 ○ H H H H ○

平成18年に策定した岩内町新行政改革大綱につ
いて、取組期間を平成22年度末と目途をおいた
が、今後においても本大綱を踏まえ、中長期的な
視点から継続的な取り組みを実施する。

01北海道 泊村 ○ H H H H ○ 行政改革の方向性を検討中

01北海道 神恵内村 ○ H H H H ○ 職員定数を現状で維持しつつ、時期を見て検討

01北海道 積丹町 ○ H H H H ○
行財政改革の推進を図るための町長の諮問機関
として、積丹町行財政改革推進委員会を設置し、
進めていく予定。

01北海道 古平町 ○ 第2次古平町行財政構造改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

仁木町行財政構造改革プラン ○ H 20 H 23 ○ H H

仁木町定員適正化計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

01北海道 余市町 ○ 行政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

01北海道 赤井川村 ○ H H H H ○
平成21年度で終期となった行政改革大綱を継続
する形で行政改革を推進していく

01北海道 豊浦町 ○ 豊浦町自立計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

01北海道 壮瞥町 ○ 第4次壮瞥町定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次白老町行政改革大綱 ○ H 20 H 28 ○ H H

白老町第2次集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

白老町新財政改革プログラム ○ H 19 H 28 ○ H H

第3次厚真町総合計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

厚真町定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

01北海道 洞爺湖町 ○ 洞爺湖町行政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

01北海道 安平町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

01北海道 むかわ町 ○ H H H H ○ H24年12月 ○

01北海道 日高町 ○ 日高町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第3次平取町行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第3次平取町行財政改革推進計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

01北海道 倶知安町 ○ ○

01北海道 共和町 ○ ○

01北海道 仁木町 ○ ○

01北海道 白老町 ○ ○

01北海道 厚真町 ○ ○

01北海道 平取町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 新冠町 ○ H H H H ○
前計画で実施していたものについては継続するこ
ととしている。

前計画により財政状況は危機的状況から脱した
と判断しているが、自主財源が乏しく地方交付税
に依存している状況は変わらないため、今後の動
向により判断していく。

01北海道 浦河町 ○ 浦河町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

01北海道 様似町 ○ H H H H ○

平成10年度から行政改革に取りかかり、さらに平
成17年度から22年度まで「行財政改革の基本的
な考え方」の運営方針に基づき行財政改革に取り
組む中で一定の成果が上がったことから、今後も
同様の取組みを踏襲することで行政運営を推進
していくこととする。

左記のとおり、これまで行ってきた行財政改革を
今後も踏襲することの認識を持ち、行政運営を推
進することとしたため。

行財政改革推進計画書ver2 ○ H 22 H 26 ○ H H

えりも町行財政改革 ○ H 15 H ○ H H

新ひだか町行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町定員管理計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町行政組織改編計画 ○ H 19 H 27 ○ H H

新ひだか町公共施設等維持管理運営計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町公用車集中管理計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町職員意識改革推進計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

新ひだか町入札・契約制度改革推進計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

01北海道 松前町 ○ 松前町新行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

01北海道 福島町 ○
第3次福島町行政改革大綱
〔計画期間：H16～H26〕

○ H 16 H 26 ○ H H

01北海道 知内町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

01北海道 木古内町 ○ H H H H ○
向こう10年間の財政収支を推計し、収支バランス
のとれた行政改革を行う。

七飯町行政改革大綱（第4次） ○ H 23 H 27 ○ H H

七飯町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

七飯町定員管理適正化計画（第4次） ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 鹿部町 ○ 鹿部町行財政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

第2次森町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次森町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

八雲町行財政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

事務事業等見直し方針 ○ H 23 H 29 ○ H H

第2次八雲町定員適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

01北海道 長万部町 ○ 長万部町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

01北海道 江差町 ○ H H H H ○ H24年8月 ○

01北海道 上ノ国町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

01北海道 厚沢部町 ○ 第3次厚沢部町行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

01北海道 乙部町 ○ 乙部町定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 奥尻町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

01北海道 えりも町 ○

01北海道 新ひだか町 ○ ○

01北海道 七飯町 ○ ○

01北海道 森町 ○ ○

01北海道 八雲町 ○ ○



6 / 103 

行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第5次今金町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

今金町財政健全化推進プログラム ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 せたな町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

01北海道 鷹栖町 ○ 鷹栖町定員適正化計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

01北海道 東神楽町 ○ 東神楽町自主・自立まちづくり方針 ○ H 17 H 24 ○ H H

01北海道 当麻町 ○ H H H H ○ 長期的な計画策定ないため、単年度ごとに検討

01北海道 比布町 ○ H H H H ○

平成22年3月に終了した「比布町行財政改革大
綱」を今後も踏襲する。
定期監査等において職員数の状況や性質別歳出
の状況、団体補助の状況等について監査委員に
報告し、意見を伺いながら今後も行政改革に取り
組む。

愛別町新行革大綱 ○ H 16 H 24 ○ H H

愛別町新行革大綱アクションプラン ○ H 16 H 24 ○ H H

愛別町定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

01北海道 上川町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

01北海道 東川町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第5次美瑛町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次美瑛町行政改革実施計画書 ○ H 23 H 27 ○ H H

上富良野町町政運営改善プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

上富良野町第4次職員数適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 中富良野町 ○ H H H H ○

平成22年3月に終了した「中富良野町行政改革大
綱」を今後も一定期間基本的に毎年検証し、更に
取組が可能なものについて、行政改革を推進して
いく。

財政状況を勘案しながら次の方向性を見出す。

01北海道 南富良野町 ○ H H H H ○ H24年6月 ○ ○

01北海道 占冠村 ○ 占冠の自立をめざして ○ H 17 H 32 ○ H H

01北海道 和寒町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

01北海道 剣淵町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

01北海道 下川町 ○ 第7次下川町行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

01北海道 美深町 ○ 第4次美深町行政改革大綱・推進計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

01北海道 音威子府村 ○ 第2次音威子府村自律プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 中川町 ○ H H H H ○ H24年6月 ○

01北海道 幌加内町 ○ 幌加内町第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 増毛町 ○ H H H H ○
行財政の状況をみながら随時必要な取り組みを
進めていく

01北海道 小平町 ○ H H H H ○ 基本的にＨ22までの集中改革プランを継承

01北海道 苫前町 ○ 苫前町財政健全化プラン ○ H 20 H 29 ○ H H

01北海道 羽幌町 ○ 羽幌町自立と共生へのまちづくり計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

第5次　初山別村行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次　初山別村行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 今金町 ○ ○

01北海道 愛別町 ○ ○

01北海道 美瑛町 ○ ○

01北海道 上富良野町 ○ ○

01北海道 初山別村 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 遠別町 ○ H H H H ○
以前から実施している行政評価により行政改革を
取り進める

01北海道 天塩町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

01北海道 猿払村 ○ 第2次猿払村行財政健全化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

01北海道 浜頓別町 ○ 財政運営計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

中頓別町中長期行財政運営計画 ○ H 18 H 28 ○ H H

第2次定員管理計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

枝幸町行財政改革大綱 ○ H 20 H 29 ○ H H

枝幸町行財政改革大綱
実施計画（前期計画）

○ H 20 H 24 ○ H H

枝幸町職員定員管理計画 ○ H 20 H 29 ○ H H

01北海道 豊富町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

01北海道 礼文町 ○ H H H H ○
毎年実施している予算編成会議、予算査定の中
で進めて行く

01北海道 利尻町 ○ H H H H ○
管理職会議、予算編成会議、予算査定などの中
で、今後のあり方を協議・検討し、行政改革を進
めていく。

01北海道 利尻富士町 ○ 利尻富士町新行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 幌延町 ○
第5次幌延町行政改革大綱
「新・ほろのべ自律プラン」

○ H 23 H 27 ○ H H

第3次美幌町行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

第4次美幌町行政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

美幌町外部委託推進計画 ○ H 15 H 24 ○ H H

津別町新行政改革大綱推進計画（改訂版） ○ H 22 H 31 ○ H H

津別町職員定員管理計画 ○ H 18 H 36 ○ H H

津別町人材育成基本方針（改訂版） ○ H 22 H ○ H H

01北海道 斜里町 ○ 第4次斜里町行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

01北海道 清里町 ○ 第2期清里町自立計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

01北海道 小清水町 ○ 第4次小清水町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次訓子府町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

訓子府町財政健全化戦略プラン ○ H 20 H 26 ○ H H

01北海道 置戸町 ○ 第5次置戸町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 佐呂間町 ○ 佐呂間町定員管理適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 中頓別町 ○

01北海道 枝幸町 ○ ○

01北海道 美幌町 ○ ○

01北海道 津別町 ○ ○

01北海道 訓子府町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次遠軽町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次遠軽町行政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 湧別町 ○ 湧別町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 滝上町 ○ 滝上町行財政改革実施計画 ○ H 15 H 32 ○ H H

01北海道 興部町 ○ 財政再建基本方針 ○ H 15 H 24 ○ H H

01北海道 西興部村 ○ H H H H ○
16年度～20年度の村第3次行財政改革計画によ
り、目標が達成されているため

第5次雄武町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

雄武町定員管理適正化計画 ○ H 20 H 25 ○ H H

大空町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

大空町財政健全化計画 ○ H 18 H 24 ○ H H

大空町定員適正化計画 ○ H 18 H 23 ○ H H

音更町中期財政運営計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

音更町定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第3期行政改革推進大綱 ○ H 21 H 23 ○ H H

第3期行政改革推進計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

01北海道 上士幌町 ○ H H H H ○ H25年3月 ○

01北海道 鹿追町 ○ 第6期鹿追町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

01北海道 新得町 ○ 第4次定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 清水町 ○ 清水町行財政健全化実行プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

01北海道 芽室町 ○ 第9次芽室町行政改革大綱 ○ H 23 H 29 ○ H H

01北海道 中札内村 ○ 第5期中札内村総合計画後期計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

01北海道 更別村 ○ H H H H ○ 従来計画の継続

01北海道 大樹町 ○ 第3次大樹町行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第4次広尾町行政改革大綱 ○ H 20 H 26 ○ H H

自主･自立推進プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

01北海道 幕別町 ○ H H H H ○ H24年1月 ○

01北海道 池田町 ○ 第4次行財政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

豊頃町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

豊頃町財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次本別町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次本別町行財政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

足寄町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

足寄町自律プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

01北海道 遠軽町 ○

01北海道 雄武町 ○ ○

01北海道 大空町 ○ ○

01北海道 音更町 ○

01北海道 士幌町 ○

01北海道 広尾町 ○

01北海道 豊頃町 ○ ○

01北海道 本別町 ○

01北海道 足寄町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

01北海道 陸別町 ○ 公的資金繰り上げ償還に係る財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

01北海道 浦幌町 ○ 浦幌町行財政改革プラン2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 釧路町 ○ 釧路町再生緊急プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

01北海道 厚岸町 ○ 第3次厚岸町財政運営基本方針 ○ H 20 H 24 ○ H H

第6次浜中町行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

浜中町財政再建プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

01北海道 標茶町 ○ 標茶町第3期行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 弟子屈町 ○ 第6次行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

01北海道 鶴居村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

白糠町緊急行財政改革計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

白糠町定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

01北海道 別海町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

中標津町行政改革（経営戦略プラン） ○ H 23 H 27 ○ H H

中標津町第4次定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 標津町 ○ 標津町ふるさと新生プランステップⅡ ○ H 23 H 27 ○ H H

01北海道 羅臼町 ○ 羅臼町行財政改革実施計画 ○ H 20 H 27 ○ H H

青森市行財政改革プラン2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

青森市定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

青森市財政プラン2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次弘前市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次弘前市行政改革前期実施計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

02青森県 八戸市 ○ 第5次八戸市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 黒石市 ○ 第五次黒石市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

五所川原市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

五所川原市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

五所川原市財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次十和田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次十和田市行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 三沢市 ○ 三沢市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

01北海道 浜中町 ○ ○

01北海道 白糠町 ○ ○

01北海道 中標津町 ○ ○

02青森県 青森市 ○ ○

02青森県 弘前市 ○

02青森県 五所川原市 ○ ○

02青森県 十和田市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

むつ市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

むつ市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 つがる市 ○ 第二次つがる市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次平川市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次平川市行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

02青森県 平内町 ○ 第五次平内町長期振興計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

今別町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

今別町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

今別町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 蓬田村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第2次外ヶ浜町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次外ヶ浜町行財政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 鰺ヶ沢町 ○ 鰺ヶ沢町財政再建プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

深浦町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

深浦町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

深浦町人材育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

02青森県 西目屋村 ○ H H H H ○
平成21年度で終期となった行政改革大綱を継続
する形で行政改革を推進していく

第2次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行政組織機構改革方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 大鰐町 ○ 財政健全化計画 ○ H 21 H 33 ○ H H

田舎館村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

田舎館村財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 板柳町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

鶴田町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

鶴田町行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

中泊町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

中泊町行財政改革大綱実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

02青森県 野辺地町 ○ 野辺地町行財政改革大綱 ○ H 15 H 24 ○ H H

02青森県 七戸町 ○ 七戸町第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

02青森県 六戸町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

02青森県 むつ市 ○

02青森県 今別町 ○ ○

02青森県 外ヶ浜町 ○

02青森県 深浦町 ○ ○

02青森県 藤崎町 ○ ○

02青森県 田舎館村 ○

02青森県 鶴田町 ○ ○

02青森県 中泊町 ○

02青森県 平川市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

02青森県 横浜町 ○ 横浜町行財政改革実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次東北町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次東北町行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

六ヶ所村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

六ヶ所村行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

おいらせ町行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

おいらせ町財政計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

02青森県 大間町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

02青森県 東通村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

02青森県 風間浦村 ○ 風間浦村行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

佐井村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

佐井村第4次長期総合計画　基本計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

佐井村自治創造プラン ○ H 20 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

三戸町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

三戸町人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

02青森県 五戸町 ○ H H H H ○ H24年2月 ○

田子町行政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

田子町定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南部町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

南部町行政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

第4次階上町行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

階上町職員定員管理適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

02青森県 新郷村 ○ 新郷村財政健全化計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

03岩手県 盛岡市 ○ 盛岡市自治体経営の指針及び実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

宮古市構造改革大綱 ○ H 17 H 31 ○ H H

宮古市構造改革実施計画 ○ H 17 H 31 ○ H H

大船渡市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

大船渡市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

03岩手県 花巻市 ○ 花巻市行政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H

03岩手県 北上市 ○ 北上市行政改革大綱 ○ H 11 H ○ H H

03岩手県 久慈市 ○ 久慈市総合計画後期基本計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

03岩手県 遠野市 ○ 第二次遠野市経営改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

03岩手県 一関市 ○ H H H H ○ H24年1月 ○

03岩手県 陸前高田市 ○ H H H H ○

津波により全職員の2割以上が死亡・行方不明と
なり、既存及び今後の新たな事務事業に対応す
る職員を補充するため陸前高田市職員配置計画
を策定しているが、行革の具体的方向性決定に
は至っていない。

03岩手県 釜石市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

02青森県 東北町 ○ ○

02青森県 六ヶ所村 ○ ○

02青森県 おいらせ町 ○ ○

02青森県 佐井村 ○ ○

02青森県 三戸町 ○

02青森県 田子町 ○ ○

02青森県 南部町 ○ ○

02青森県 階上町 ○ ○

03岩手県 宮古市 ○ ○

03岩手県 大船渡市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

03岩手県 二戸市 ○ 第二次二戸市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次八幡平市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

八幡平市定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

03岩手県 奥州市 ○ 第２次奥州市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

雫石町行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

雫石町行政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

03岩手県 葛巻町 ○ 第5次葛巻町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

03岩手県 岩手町 ○ 岩手町行財政改革ビジョン ○ H 23 H 27 ○ H H

03岩手県 滝沢村 ○ 滝沢村集中改革プラン ○ H 19 H 24 ○ H H

03岩手県 紫波町 ○ 持続的に自立できる紫波町行財政計画 ○ H 16 H 23 ○ H H

03岩手県 矢巾町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

03岩手県 西和賀町 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

03岩手県 金ケ崎町 ○ 金ケ崎町第4次行財政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

03岩手県 平泉町 ○ 平泉町第3次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

住田町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

住田町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

住田町民営化に関する方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

住田町中期財政計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

住田町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

03岩手県 大槌町 ○ H H H H ○
復興の状況と鑑みながら方向性を決定していく予
定であるため。

03岩手県 山田町 ○ ○ 山田町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

03岩手県 岩泉町 ○ H H H H ○ H23年12月 ○

03岩手県 田野畑村 ○ H H H H ○

03岩手県 普代村 ○ H H H H ○
現在、普代村行財政改革プログラム（H16～H22）
の行革内容に基づき継続的な取り組みを行って
いる。

今後も可能な部分は継続実施を行い、計画期間
終了となった行革プログラム中未実施の項目など
と併せ、新たな方向性となる指針策定等が必要
かどうか検討を行う予定。
現在は、行財政改革の継続的取り組みを行って
いるが、新指針などの策定に携わる人的不足に
より対応が困難となっている。

03岩手県 軽米町 ○ 第4次軽米町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

03岩手県 野田村 ○ H H H H ○ 集中改革プランを延長した形で進めていく
東日本大震災の影響により、事務事業等、さまざ
まな面で流動的であり見通しが立たないため

03岩手県 九戸村 ○ 第6次九戸村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

03岩手県 八幡平市 ○ ○

03岩手県 雫石町 ○

03岩手県 住田町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

03岩手県 洋野町 ○ 第2次洋野町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

03岩手県 一戸町 ○ 一戸町行財政システム改革プラン2010 ○ H 22 H 26 ○ H H

04宮城県 石巻市 ○ 石巻市行財政改革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

04宮城県 塩竈市 ○ 第三次塩竈市行財政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

04宮城県 気仙沼市 ○ 気仙沼市行政改革推進プログラム ○ H 22 H 25 ○ H H

白石市行財政改革推進計画（集中改革プラン）
【改訂版】

○ H 22 H 24 ○ H H

白石市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

04宮城県 名取市 ○ 第四次名取市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

04宮城県 角田市 ○ 角田市新行財政集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

多賀城市適正定員管理指針 ○ H 16 H 36 ○ H H

多賀城市アウトソーシング推進指針 ○ H 16 H 36 ○ H H

04宮城県 岩沼市 ○ H H H H ○ 集中改革プラン継続事項に取り組む。

第2次登米市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次登米市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

04宮城県 白石市 ○ ○

04宮城県 多賀城市 ○

04宮城県 登米市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次栗原市行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

第2次栗原市集中改革プラン【前期】 ○ H 22 H 24 ○ H H

栗原市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

東松島市行政改革大綱 ○ H 17 H 28 ○ H H

東松島市行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

東松島市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

大崎市行政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H
大崎市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H
大崎市定員適正化計画 ○ H 19 H 25 ○ H H
大崎市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

04宮城県 蔵王町 ○ H H H H ○
取組期間が終了した行政改革に関する計画の内
容を継続して取り組んでいる。

04宮城県 七ヶ宿町 ○ H H H H ○ H24年8月頃 ○ ○

第4次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

大河原町経営計画（第5次長期総合計画） ○ H 23 H 32 ○ H H

04宮城県 村田町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

財政再建プラン ○ H 18 H 28 ○ H H

柴田町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

04宮城県 川崎町 ○ 川崎町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

丸森町第5次行財政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

丸森町第5次行財政改革実施計画書 ○ H 22 H 27 ○ H H

04宮城県 亘理町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

山元町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

山元町行財政改革プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

04宮城県 松島町 ○ H H H H ○

震災を受けて、平成24年度より本格的な復興事
業等に取り組むにあたり、今まで進めてきた行政
改革を白紙とし、機構、職員定数についても見直
しのための検討に入る予定。

行政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H

行政改革行動計画 ○ H 14 H 23 ○ H H

04宮城県 利府町 ○ 利府町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

大和町第四次行財政改革大綱 ○ H 20 H 23 ○ H H

大和町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

04宮城県 大郷町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

04宮城県 富谷町 ○ 富谷町総合計画 ○ H 21 H 30 ○ H H

04宮城県 栗原市 ○ ○

04宮城県 東松島市 ○ ○

04宮城県 大崎市 ○ ○

04宮城県 大河原町 ○ ○

04宮城県 柴田町 ○ ○

04宮城県 丸森町 ○ ○

04宮城県 山元町 ○

04宮城県 七ヶ浜町 ○ ○

04宮城県 大和町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

04宮城県 大衡村 ○ H H H H ○ 今後、再度改革推進体制を構築して推進を図る

04宮城県 色麻町 ○ 新まちづくり(自立)計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

04宮城県 加美町 ○ 加美町行政改革実施計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

第3次涌谷町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次涌谷町総合計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

美里町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

美里町定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

04宮城県 女川町 ○ H H H H ○
行政改革大綱等を策定し、計画に沿った行政改
革を進めていく

平成23年度からの計画期間で策定した行政改革
大綱及び定員適正化計画が先の震災に伴う津波
により計画書及びデータがすべて流出し、また、
震災に伴う行政需要等の増加により、改革の方
向性等の見通しが立たないため、再策定に時間
を要する。

04宮城県 南三陸町 ○ H H H H ○

東日本大震災からの復興が最優先課題であるこ
とから、現時点において方向性を見い出せる状況
になく、各種復興事業の進捗状況等を見極めな
がら今後の行政改革の進め方を検討することと
する。

県都『あきた』改革プラン
（第5次秋田市行政改革大綱）

○ H 23 H 26 ○ H H

県都『あきた』改革プラン
（第5次秋田市行政改革大綱）実施計画

○ H 23 H 26 ○ H H

能代市行財政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H

第２次能代市定員適正化計画 ○ H 23 H 33 ○ H H

第2次横手市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

横手市定員適正化計画 ○ H 19 H 27 ○ H H

大館市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

大館市職員定員適正化
計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

05秋田県 男鹿市 ○
第2次男鹿市
行政改革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第二期湯沢市行財政改革　推進プログラム ○ H 22 H 24 ○ H H

第二期湯沢市
定員適正化計画

○ H 23 H 27 ○ H H

05秋田県 鹿角市 ○
第7次行政改革大綱
～行政改革推進プログラム～

○ H 22 H 24 ○ H H

05秋田県 能代市 ○ ○

04宮城県 涌谷町 ○ ○

04宮城県 美里町 ○ ○

05秋田県 秋田市 ○ ○

05秋田県 横手市 ○ ○

05秋田県 大館市 ○ ○

05秋田県 湯沢市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次由利本荘市
行政改革大綱

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次由利本荘市
行政改革大綱実施計画

○ H 22 H 26 ○ H H

公の施設の見直し計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

潟上市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

潟上市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

潟上市公債費負担適正化計画 ○ H 18 H 25 ○ H H

潟上市公共料金適正化計画 ○ H 23 H ○ H H

第2次大仙市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次大仙市行政改革大綱・前期実施計画 ○ H 22 H 23 ○ H H

05秋田県 北秋田市 ○ 北秋田市行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

05秋田県 にかほ市 ○ にかほ市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

05秋田県 仙北市 ○ 第2次仙北市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

05秋田県 小坂町 ○ 小坂町まちづくり推進計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

05秋田県 上小阿仁村 ○ まちづくり（自立）計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

05秋田県 藤里町 ○ 第5次藤里町行政改革大綱 ○ H 20 H 23 ○ H H

三種町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

三種町行財政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

八峰町第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

八峰町定員適正化計画 ○ H 18 H 28 ○ H H

自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

第4次行政改革推進プログラム ○ H 22 H 26 ○ H H

新八郎潟町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第2次八郎潟町定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

05秋田県 井川町 ○ 井川町自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

05秋田県 大潟村 ○ 大潟村行財政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H

美郷町公共施設再編計画 ○ H 21 H 26 ○ H H

美郷町学校再編計画 ○ H 23 H 24 ○ H H

第2次美郷町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

05秋田県 羽後町 ○ 第3期羽後町行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

05秋田県 由利本荘市 ○ ○

05秋田県 潟上市 ○ ○

05秋田県 大仙市 ○ ○

05秋田県 三種町 ○

05秋田県 八峰町 ○ ○

05秋田県 五城目町 ○

05秋田県 八郎潟町 ○ ○

05秋田県 美郷町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

東成瀬村まちづくり計画 ○ H 15 H 30 ○ H H

東成瀬村集中改革プラン ○ H 17 H 23 ○ H H

山形市第4次行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

山形市第2次職員定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

山形市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

米沢市行財政改革大綱
第2期集中改革プラン

○ H 20 H 23 ○ H H

第4期米沢市職員定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

米沢市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

鶴岡市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

鶴岡市行財政改革大綱に基づく実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

鶴岡市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

鶴岡市立荘内病院中長期運営計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

鶴岡市水道事業経営効率化計画（第二次） ○ H 23 H 27 ○ H H

酒田市行財政集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

酒田市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

酒田市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

酒田～勝浦航路改善計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

酒田市水道事業経営健全化計画 ○ H 19 H 26 ○ H H

酒田市普通会計財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

酒田市公共下水道事業経営健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

酒田市農業集落排水事業経営健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

酒田市病院事業経営健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

新庄市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

新庄市財政再建プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

新庄市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新庄市人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

行財政改革指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H H ○ H H

上山市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

上山市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

上山市定員適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

上山市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

村山市集中改革プラン（第2次） ○ H 22 H 26 ○ H H

村山市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

長井市行財政改革推進方針 ○ H 23 H 27 ○ H H

長井市定員適正化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

長井市人材育成研修プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

第六次天童市行財政改革大綱 ○ H 21 H 24 ○ H H

天童市職員能力開発基本方針 ○ H 14 H ○ H H

第5次行財政改革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

職員採用平準化計画 ○ H 14 H 25 ○ H H

東根市人材育成基本方針 ○ H 15 H ○ H H

06山形県 尾花沢市 ○ 尾花沢市職員人材育成基本方針 ○ H 12 H 23 ○ H H

06山形県 南陽市 ○ ○ 第2次南陽市行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

06山形県 山辺町 ○ 第2次山辺町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

05秋田県 東成瀬村 ○

06山形県 山形市 ○ ○

06山形県 米沢市 ○ ○

06山形県 鶴岡市 ○ ○

06山形県 酒田市 ○ ○

06山形県 新庄市 ○ ○

06山形県 寒河江市 ○ ○

06山形県 上山市 ○ ○

06山形県 村山市 ○ ○

06山形県 長井市 ○ ○

06山形県 天童市 ○ ○

06山形県 東根市 ○ ○



18 / 103 

行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

中山町行政改革大綱（第5次） ○ H 23 H 27 ○ H H

中山町行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

中山町人材育成基本方針 ○ H 13 H ○ H H

第7次河北町行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

河北町職員定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

西川町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 16 H ○ H H

第4次朝日町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次朝日町行財政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

職員の人材育成と能力開発計画 ○ H 11 H ○ H H

06山形県 大江町 ○ 大江町人材育成基本方針 ○ H 14 H ○ H H

06山形県 大石田町 ○ ○ 新たな大石田町を目指した自立計画書 ○ H 17 H 26 ○ H H

06山形県 金山町 ○ 金山町人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

第5次最上町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

最上町職員配置計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

舟形町定員管理計画 ○ H 16 H 30 ○ H H

舟形町人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

真室川町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

真室川町改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

真室川町人材育成基本方針 ○ H 19 H 23 ○ H H

06山形県 大蔵村 ○ 大蔵村人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

定員管理計画 ○ H 20 H 25 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

06山形県 戸沢村 ○ 第3次戸沢村行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次高畠町集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

高畠町5カ年経営計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

高畠町定員適正化計画 ○ H 22 H 30 ○ H H

高畠町情報化基本計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

高畠町人材育成基本計画 ○ H 17 H ○ H H

第2次川西町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

川西町職員人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

06山形県 小国町 ○ 新小国町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次白鷹町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

白鷹町人材育成基本方針 ○ H 22 H 24 ○ H H

06山形県 中山町 ○ ○

06山形県 河北町 ○ ○

06山形県 西川町 ○

06山形県 朝日町 ○ ○

06山形県 最上町 ○ ○

06山形県 舟形町 ○

06山形県 真室川町 ○ ○

06山形県 鮭川村 ○

06山形県 高畠町 ○ ○

06山形県 川西町 ○ ○

06山形県 白鷹町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第4次飯豊町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

飯豊町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

飯豊町人材育成基本方針 ○ H H ○ H H

三川町行財政改革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

三川町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

三川町人材育成基本方針 ○ H 17 H 26 ○ H H

06山形県 庄内町 ○ 庄内町人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

まちづくり再編プラン ○ H 17 H ○ H H

定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 福島市 ○ 福島市行政改革大綱2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次会津若松市行政システム改革プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

会津若松市定数管理計画（平成23年度～平成
28年度）

○ H 23 H 28 ○ H H

第2次会津若松市人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

郡山市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

郡山市行財政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

いわき市総合計画後期基本計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

いわき市総合計画実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

いわき市水道事業経営プラン基本計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

いわき市水道事業経営プラン中期経営計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

いわき市市立病院改革プラン ○ H 21 H 23 ○ H H

白河市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

白河市行政改革実施計画（集中改革プラン） ○ H 19 H 23 ○ H H

白河市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

市町村財政計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

07福島県 須賀川市 ○ 須賀川市行財政改革大綱 ○ H 17 H 24 ○ H H

喜多方市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

喜多方市人材育成基本方針 ○ H H ○ H H

喜多方市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

喜多方市中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 相馬市 ○ 相馬市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

07福島県 二本松市 ○ 第2次二本松市市政改革集中プラン ○ H 22 H 27 ○ H H

07福島県 田村市 ○ 第2次田村市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

南相馬市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

南相馬市中長期財政計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

南相馬市定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

07福島県 伊達市 ○ 伊達市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第2次本宮市行政経営戦略プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

本宮市自主的財政健全化計画 ○ H 20 H 32 ○ H H

本宮市定員適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

06山形県 飯豊町 ○ ○

06山形県 三川町 ○ ○

06山形県 遊佐町 ○ ○

07福島県 会津若松市 ○

07福島県 郡山市 ○

07福島県 いわき市 ○

07福島県 白河市 ○ ○

07福島県 喜多方市 ○ ○

07福島県 南相馬市 ○ ○

07福島県 本宮市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

07福島県 桑折町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

07福島県 国見町 ○ 第4次国見町行財政改革実施計画【中期計画】 ○ H 21 H 24 ○ H H

第5次行財政改革大綱 ○ H 17 H 23 ○ H H

川俣町行財政改革集中プラン ○ H 17 H 23 ○ H H

07福島県 大玉村 ○ 大玉村行財政改革推進計画 ○ H 17 H 30 ○ H H

07福島県 鏡石町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

天栄村行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

天栄村行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

天栄村集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

07福島県 下郷町 ○
下郷町行政改革大綱
（行財政計画基本方針）

○ H 22 H 26 ○ H H

07福島県 檜枝岐村 ○ H H H H ○ Ｈ24年度中 ○

只見町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

只見町行財政改革プログラム ○ H 19 H 23 ○ H H

只見町定員管理計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

第2次南会津町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

南会津町行政改革集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

平成23年度南会津町行政改革集中改革プラン ○ H 23 H 23 ○ H H

07福島県 北塩原村 ○ 北塩原村第3次総合振興計画 ○ H 15 H 25 ○ H H

07福島県 西会津町 ○ 西会津町行財政改革大綱（第15次） ○ H 22 H 24 ○ H H

07福島県 磐梯町 ○ H H H H ○
平成22年度に終了した、集中改革プランの内容を
継続して取り組んでいく。

猪苗代町集中改革プラン ○ H 17 H ○ H H

猪苗代町定員適正化計画 ○ H 20 H 23 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 12 H ○ H H

会津坂下町行政経営改革プラン ○ H 22 H 27 ○ H H

公債費負担適正化計画 ○ H 19 H 27 ○ H H

市町村財政計画 ○ H 18 H 26 ○ H H

第5次湯川村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

湯川村行政改革プラン・実施計画（平成22～26
年度）

○ H 22 H 26 ○ H H

柳津町行財政改革大綱 ○ H 23 H ○ H H

柳津町行財政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 三島町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

07福島県 金山町 ○ H H H H ○

金山町第３次行財政改革大綱による計画期間が
平成２１年度に終了し、新たな計画を策定する計
画であったが、今年度の震災・豪雨災の影響で今
後の進め方についてはまだ決めていない。

07福島県 昭和村 ○ 昭和村定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

会津美里町行財政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

会津美里町定員適正化計画 ○ H 22 H 28 ○ H H

07福島県 川俣町 ○

07福島県 天栄村 ○ ○

07福島県 只見町 ○

07福島県 南会津町 ○

07福島県 猪苗代町 ○ ○

07福島県 会津坂下町 ○ ○

07福島県 湯川村 ○ ○

07福島県 柳津町 ○

07福島県 会津美里町 ○ ○



21 / 103 

行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

07福島県 西郷村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

07福島県 泉崎村 ○ H H H H ○
現在、将来に向けた機構改革を検討している状
況にあるため、今後これらが具体的になった後
に、行革に関する計画に着手する予定である。

07福島県 中島村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第5次矢吹町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

行財政改革実行計画（集中改革プラン） ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 棚倉町 ○ 棚倉町行政改革大綱（第4次） ○ H 18 H 23 ○ H H

07福島県 矢祭町 ○ 矢祭町第4次総合計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次塙町行財政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H

塙町行財政構造改革実施プログラム ○ H 17 H 25 ○ H H

07福島県 鮫川村 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

07福島県 石川町 ○ 石川町第2次集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

07福島県 玉川村 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

07福島県 平田村 ○ 平田村行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

07福島県 浅川町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

07福島県 古殿町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第4次三春町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次三春町行財政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

三春町人事管理基本方針 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 小野町 ○ 小野町行政改革大綱 ○ H 23 H 30 ○ H H

07福島県 広野町 ○ H H H H ○ H25年度以降 ○

楢葉町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 13 H ○ H H

楢葉町中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 富岡町 ○ 第3次富岡町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

川内村行政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H

川内村行政組織機構改善計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

07福島県 大熊町 ○ 大熊町行政改革プラン ○ H 21 H 26 ○ H H

浪江町行政改革集中改革プラン ○ H 18 H ○ H H

浪江町定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

07福島県 葛尾村 ○ 葛尾村集中改革プラン ○ H 18 H 25 ○ H H

07福島県 新地町 ○ 新地町行政改革プラン ○ H 18 H 27 ○ H H

07福島県 飯舘村 ○ 飯舘村自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

水戸市行財政改革プラン2010 ○ H 22 H 24 ○ H H

水戸市行財政改革プラン2010実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

08茨城県 水戸市 ○

07福島県 矢吹町 ○

07福島県 塙町 ○ ○

07福島県 三春町 ○ ○

07福島県 楢葉町 ○

07福島県 川内村 ○ ○

07福島県 浪江町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

08茨城県 日立市 ○ 日立市行財政改革大綱（第5次計画） ○ H 22 H 24 ○ H H

第4次土浦市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次土浦市行財政改革大綱に伴う実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次古河市行政改革
大綱

○ H 22 H 25 ○ H H

古河市職員第2次定員
適正化計画

○ H 22 H 25 ○ H H

08茨城県 石岡市 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

08茨城県 結城市 ○ H H H H ○ H24年12月 ○

龍ケ崎市第6次行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

龍ケ崎市第3次財政健全化プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

龍ケ崎市第5次定員適正化計画（改訂版） ○ H 23 H 26 ○ H H

外郭団体の望ましいあり方に関する基本方針 ○ H 20 H 23 ○ H H

08茨城県 下妻市 ○ 第4次下妻市行政改革プラン2011-2015 ○ H 23 H 27 ○ H H

常総市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

常総市行政改革集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

08茨城県 常陸太田市 ○ 常陸太田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

高萩市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

高萩市行財政健全化計画 ○ H 20 H 23 ○ H H

北茨城市第3次行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

北茨城市第3次行政改革実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

08茨城県 笠間市 ○ 第二次笠間市行財政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

取手市行政改革大綱 ○ H 9 H ○ H H

取手市財政構造改革アクションプラン ○ H 22 H 24 ○ H H

08茨城県 牛久市 ○ 牛久市第5次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

08茨城県 つくば市 ○ つくば市行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

08茨城県 ひたちなか市 ○ 第6次ひたちなか市行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

08茨城県 取手市 ○ ○

08茨城県 北茨城市 ○

08茨城県 高萩市 ○ ○

08茨城県 常総市 ○

08茨城県 龍ケ崎市 ○ ○

08茨城県 古河市 ○ ○

08茨城県 土浦市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第5次鹿嶋市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次鹿嶋市行財政改革大綱・行動計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

鹿嶋市財政計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

08茨城県 潮来市 ○ 第3次潮来市行財改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

08茨城県 守谷市 ○ 第五次守谷市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次常陸大宮市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

常陸大宮市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

那珂市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

那珂市財政健全化プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次筑西市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

筑西市行政改革アクションプラン ○ H 22 H 26 ○ H H

坂東市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

坂東市第2次行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

稲敷市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

稲敷市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次かすみがうら市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次かすみがうら市行政改革実施計画（集中
改革プラン）

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次桜川市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次桜川市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

08茨城県 桜川市 ○

08茨城県 かすみがうら市 ○

08茨城県 稲敷市 ○

08茨城県 坂東市 ○

08茨城県 筑西市 ○

08茨城県 那珂市 ○

08茨城県 常陸大宮市 ○ ○

08茨城県 鹿嶋市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次神栖市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

神栖市改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

新集中改革プラン ○ H 23 H 28 ○ H H

08茨城県 鉾田市 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

第2次つくばみらい市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次つくばみらい市集中改革プラン
（行財政改革大綱実施計画）

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次小美玉市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次小美玉市行財政改革実施計画（アクション
プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H

08茨城県 茨城町 ○
茨城町第3次行政改革大綱
実施計画

○ H 21 H 25 ○ H H

08茨城県 大洗町 ○ 大洗町行財政改革要綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

08茨城県 城里町 ○ H H H H ○ H25年4月 ○

08茨城県 東海村 ○ H H H H ○ H24年度～H25年度中 ○

08茨城県 大子町 ○ 大子町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

08茨城県 美浦村 ○ 第3次美浦村行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

阿見町行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

阿見町行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

第3次河内町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

河内町財政健全化計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

08茨城県 八千代町 ○ 第2次行財政集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

08茨城県 五霞町 ○ 五霞町行政改革運営プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

第5次境町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

境町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

利根町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

利根町行政改革行動計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第4次宇都宮市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H
行政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H
外部委託（アウトソーシング）の推進に係る指針 ○ H 15 H ○ H H
組織整備・定員適正化に関する方針 ○ H 22 H 26 ○ H H
第3次宇都宮市出資法人等改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H
公有財産の適切な保有及び効果的な利活用の
推進に係る指針

○ H 23 H ○ H H

地区行政の推進に係る大綱 ○ H 16 H ○ H H
宇都宮市地区行政推進計画 ○ H 18 H 23 ○ H H
市民協働推進指針 ○ H 16 H ○ H H
市民協働推進計画 ○ H 18 H 23 ○ H H
宇都宮市情報提供の推進に関する運用指針 ○ H 19 H ○ H H
宇都宮市人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H
宇都宮市情報システム最適化取組指針 ○ H 23 H 33 ○ H H
公共工事コスト縮減対策に関する行動計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

08茨城県 利根町 ○

08茨城県 境町 ○

08茨城県 河内町 ○ ○

08茨城県 阿見町 ○

08茨城県 小美玉市 ○

08茨城県 つくばみらい市 ○

08茨城県 行方市 ○ ○

08茨城県 神栖市 ○

09栃木県 宇都宮市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

09栃木県 足利市 ○ 第6次足利市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

09栃木県 栃木市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第2次佐野市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

佐野市行政経営方針 ○ H 23 H 23 ○ H H

補助金等見直し計画書 ○ H 23 H 27 ○ H H

佐野市財政健全化計画 ○ H 19 H 27 ○ H H

佐野市公共下水道事業経営健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

佐野市農業集落排水事業経営健全化計画 ○ H 18 H 23 ○ H H

佐野市水道事業経営健全化計画 ○ H 19 H 27 ○ H H

佐野市病院財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

佐野市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

佐野市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

09栃木県 鹿沼市 ○ 第4期鹿沼市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

日光市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

日光市集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

小山市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次真岡市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次真岡市行政改革大綱　実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

09栃木県 大田原市 ○ 第2次大田原市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

09栃木県 矢板市 ○ 矢板市財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

那須塩原市行財政改革大綱 ○ H 17 H 23 ○ H H

那須塩原市集中行財政改革推進プラン ○ H 17 H 23 ○ H H

第2次さくら市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次さくら市行政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

さくら市人材育成基本方針実行計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

09栃木県 那須烏山市 ○ 那須烏山市総合計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

下野市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

下野市行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

下野市定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

上三川町行政改革大綱（第4期） ○ H 22 H 26 ○ H H

上三川町集中改革プラン（第2期） ○ H 22 H 26 ○ H H

09栃木県 益子町 ○ 第4次益子町行政改革大綱（改定版） ○ H 21 H 27 ○ H H

09栃木県 佐野市 ○ ○

09栃木県 日光市 ○

09栃木県 小山市 ○ ○

09栃木県 真岡市 ○

09栃木県 那須塩原市 ○

09栃木県 さくら市 ○

09栃木県 下野市 ○ ○

09栃木県 上三川町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

09栃木県 茂木町 ○ H H H H ○
既に取組期間が終了した自立推進計画を踏襲し
て取り組んでいる。

09栃木県 市貝町 ○ 市貝町行財政健全化プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

09栃木県 芳賀町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

第4期壬生町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4期 壬生町行政改革実行計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

公的資金償還金免除繰上償還に係る財政健全
化計画

○ H 19 H 23 ○ H H

壬生町第3次定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

平成23年度職員研修計画 ○ H 23 H 23 ○ H H

09栃木県 野木町 ○ 第四次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

09栃木県 岩舟町 ○ 岩舟町第2次定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

09栃木県 塩谷町 ○
塩谷町自律計画
（当初Ｈ17からＨ21であったが継続）

○ H 17 H 27 ○ H H

09栃木県 高根沢町 ○ 高根沢町地域経営計画書（後期計画） ○ H 23 H 27 ○ H H

09栃木県 那須町 ○ 那須町行財政改革アクションプラン ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次那珂川町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次那珂川町行財政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次那珂川町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

10群馬県 前橋市 ○ 行財政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

10群馬県 高崎市 ○ 高崎市行政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H

10群馬県 桐生市 ○ 桐生市行財政改革方針 ○ H 17 H 26 ○ H H

10群馬県 伊勢崎市 ○ 第2次伊勢崎市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

10群馬県 太田市 ○ 太田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第7次沼田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第7次沼田市行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

10群馬県 館林市 ○ 第五次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次渋川市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次渋川市定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

渋川市人材育成基本計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

09栃木県 壬生町 ○ ○

09栃木県 那珂川町 ○ ○

10群馬県 沼田市 ○ ○

10群馬県 渋川市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

10群馬県 藤岡市 ○ 藤岡市行政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次富岡市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

職員定数管理計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

安中市行政改革大綱 ○ H 20 H 26 ○ H H

安中市行政改革大綱実施計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

10群馬県 みどり市 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

榛東村行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

榛東村行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次吉岡町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

吉岡町行政改革実施計画
（平成23年～平成27年）

○ H 23 H 27 ○ H H

10群馬県 上野村 ○ H H H H ○
取組期間が終了した上野村集中改革プランの内
容を継続して取り組んでいる。

10群馬県 神流町 ○ H H H H ○
神流町行政改革大綱(平成17～21年度)の内容を
準用し実施している。

10群馬県 下仁田町 ○ 第4次下仁田町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

10群馬県 南牧村 ○ 南牧村行政改革大綱推進基本計画 ○ H 22 H ○ H H

10群馬県 甘楽町 ○ 第三次甘楽町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

中之条町職員人材育成方針 ○ H 19 H ○ H H

中之条町職員研修計画 ○ H 21 H ○ H H

10群馬県 長野原町 ○ H H H H ○
既に取組期間が終了している「長野原町行政改
革推進計画(平成17～21年度)」の内容を踏襲し、
行政改革を実施していく。

全てのダム関連事業が終了し、自治体運営の平
準化が見られる時期に合わせて、計画を策定す
る予定である。

10群馬県 嬬恋村 ○ 嬬恋村第3次財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

10群馬県 草津町 ○ 草津町行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H

10群馬県 高山村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

第2次東吾妻町行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第2次東吾妻町行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

10群馬県 片品村 ○ 第5次片品村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

10群馬県 川場村 ○ H H H H ○
集中改革プランの効果的実績について継続して
いく。

小規模団体であるため、事務事業の展開に応じ、
柔軟に対応可能な方が効率的であるため。

10群馬県 昭和村 ○ 昭和村総合計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

10群馬県 富岡市 ○ ○

10群馬県 安中市 ○ ○

10群馬県 榛東村 ○

10群馬県 吉岡町 ○

10群馬県 中之条町 ○

10群馬県 東吾妻町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

みなかみ町行財政改革行動指針 ○ H 19 H ○ H H

みなかみ町人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

10群馬県 玉村町 ○
玉村町経営改革大綱・玉村町経営改革実施計
画

○ H 17 H 26 ○ H H

10群馬県 板倉町 ○ H H H H ○
担当部署及び首長の判断により、個別に各種取
組み・方針を決定する。

必要と判断されたときに形にしていく。

10群馬県 明和町 ○ 新めいわ集中改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

第5次行政改革大綱 ○ H 20 H 23 ○ H H

第2次財政危機突破計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

10群馬県 大泉町 ○ 第4次大泉町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

10群馬県 邑楽町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

11埼玉県 川越市 ○ 川越市行政改革大綱 ○ H 13 H ○ H H

11埼玉県 熊谷市 ○
熊谷市行政改革大綱
（前期・後期実施計画書）

○ H 19 H 24 ○ H H

第三次川口市行政改革大綱 ○ H 22 H 33 ○ H H

第三次川口市行政改革大綱　第一期推進計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

川口市財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

11埼玉県 行田市 ○ 第3次行田市行政改革大綱 ○ H 13 H ○ H H

秩父市行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

秩父市改革推進プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

秩父市財政健全化計画（チャレンジ80プラン） ○ H 19 H 23 ○ H H

秩父市中期財政計画 ○ H 22 H ○ H H

秩父市定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

秩父市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

秩父市公共施設ファシリティ・マネジメント方針
及び基本計画

○ H 23 H 32 ○ H H

所沢市第4次行政改革大綱　「行政経営」有言
実行宣言

○ H 20 H 23 ○ H H

第2次所沢市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

所沢市民間委託化推進計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

第5次飯能市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次飯能市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

10群馬県 みなかみ町 ○ ○

10群馬県 千代田町 ○ ○

11埼玉県 川口市 ○ ○

11埼玉県 秩父市 ○ ○

11埼玉県 所沢市 ○ ○

11埼玉県 飯能市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

加須市行政経営プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

加須市定員適正化計画 ○ H 22 H 31 ○ H H

指定管理者制度の導入に係る基本方針 ○ H 22 H ○ H H

公共施設再整備に関する基本方針 ○ H 23 H ○ H H

加須市情報化推進計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

公共調達改革に関する加須市の取組基本方針 ○ H 22 H ○ H H

未利用普通財産（土地）の利活用基本方針 ○ H 22 H ○ H H

本庄市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

本庄市行政改革大綱実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

本庄市定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

11埼玉県 東松山市 ○ H H H H ○ H23年度中 ○ ○

春日部市行政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H

春日部市定員適正化計画 ○ H 19 H 24 ○ H H

新・緊急財政健全化計画 ○ H 21 H ○ H H

春日部市人材育成基本方針 ○ H 20 H ○ H H

第4次狭山市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次狭山市行財政改革大綱個別行動計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第三次狭山市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次羽生市行政改革大綱 ○ H 22 H 29 ○ H H

前期行政改革プログラム ○ H 22 H 25 ○ H H

11埼玉県 鴻巣市 ○ H H H H ○
行政評価によるマネジメントサイクルにて対応す
る。

定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 26 ○ H H

地域情報化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

11埼玉県 上尾市 ○ 第7次上尾市行政改革大綱・実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

11埼玉県 草加市 ○ 草加市定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

11埼玉県 越谷市 ○ 第5次行政改革大綱及び実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

11埼玉県 蕨市 ○ わらび地域力発揮プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

11埼玉県 戸田市 ○ 戸田市行政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

入間市行政改革長期プラン ○ H 20 H 28 ○ H H

入間市行政改革長期プラン前期実行計画 ○ H 20 H 23 ○ H H

11埼玉県 加須市 ○ ○

11埼玉県 本庄市 ○ ○

11埼玉県 春日部市 ○ ○

11埼玉県 狭山市 ○ ○

11埼玉県 羽生市 ○

11埼玉県 深谷市 ○

11埼玉県 入間市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第4次朝霞市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次朝霞市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

朝霞市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

志木市行財政集中改革戦略プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

志木市戦略的定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

志木市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

11埼玉県 和光市 ○ H H H H ○

H24年1月末頃（包括的な計画
を決定）
その後、当該計画に基づき個
別的な計画等を順次策定す
る予定

○ ○

第5次新座市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次新座市行財政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次新座市職員定数削減計画 ○ H 11 H 25 ○ H H

新座市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

第4次新座市情報化推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

桶川市行財政改革大綱2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

行財政改革推進プラン2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

桶川市定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

11埼玉県 久喜市 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

11埼玉県 北本市 ○
北本市行政改革戦略
〈第4次北本市行政改革推進計画）

○ H 22 H 25 ○ H H

11埼玉県 八潮市 ○ 第4次八潮市行政改革大綱・実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次行財政改革行動計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

民間活力導入に関するガイドライン ○ H 18 H 23 ○ H H

民間活力導入行動計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

11埼玉県 三郷市 ○ 第4次三郷市行政改革推進3か年計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

蓮田市第4次総合振興計画 ○ H 20 H 29 ○ H H

蓮田市第五次行政改革大綱 ○ H 23 H 24 ○ H H

蓮田市第五次行政改革実施計画 ○ H 23 H 24 ○ H H

蓮田市定員適正化（第2次） ○ H 22 H 27 ○ H H

坂戸市行政改革大綱・行政改革アクションプラ
ン

○ H 15 H 23 ○ H H

坂戸市財政健全化のため計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

11埼玉県 朝霞市 ○

11埼玉県 志木市 ○ ○

11埼玉県 新座市 ○ ○

11埼玉県 桶川市 ○ ○

11埼玉県 富士見市 ○ ○

11埼玉県 蓮田市 ○ ○

11埼玉県 坂戸市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

幸手市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

幸手市定員適正化計画(第3次中期） ○ H 23 H 26 ○ H H

鶴ヶ島市行政改革大綱 ○ H 13 H ○ H H

鶴ヶ島市行政改革推進計画(第2次集中改革プ
ラン）

○ H 22 H 26 ○ H H

11埼玉県 日高市 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

よしかわ行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

行財政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

吉川市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

ふじみ野市行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

ふじみ野市行政経営戦略プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

公共施設適正配置計画 ○ H 23 H 29 ○ H H

民間活力の導入に関する基準 ○ H 19 H ○ H H

外部委託ガイドライン ○ H 19 H ○ H H

ふじみ野市指定管理者制度導入に関する基本方針 ○ H 19 H ○ H H

ふじみ野市技能労務職員の給与等の見直しに
向けた取組方針

○ H 19 H ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

伊奈町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

実施改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

11埼玉県 三芳町 ○ 三芳町第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第三次毛呂山町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

毛呂山町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

町税収納向上計画ソリューションプランⅡ ○ H 23 H 27 ○ H H

第3次毛呂山町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

越生町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員管理適正化計画 ○ H 15 H 24 ○ H H

弟3次滑川町行政改革大綱改訂版 ○ H 22 H 25 ○ H H

滑川町集中改革プラン改訂版 ○ H 22 H 25 ○ H H

11埼玉県 嵐山町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

定員管理適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

人材育成方針 ○ H 22 H ○ H H

11埼玉県 川島町 ○ 第3次川島町行政改革大綱 ○ H 18 H 26 ○ H H

11埼玉県 吉見町 ○ 第四次吉見町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員管理計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

行財政改革計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

11埼玉県 幸手市 ○

11埼玉県 鶴ヶ島市 ○

11埼玉県 吉川市 ○ ○

11埼玉県 ふじみ野市 ○ ○

11埼玉県 伊奈町 ○

11埼玉県 毛呂山町 ○ ○

11埼玉県 越生町 ○ ○

11埼玉県 滑川町 ○

11埼玉県 小川町 ○

11埼玉県 鳩山町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

ときがわ町定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

ときがわ町財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

ときがわ町人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

11埼玉県 横瀬町 ○ 第5次横瀬町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

皆野町行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

皆野町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

施設・設備更新計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

11埼玉県 長瀞町 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

小鹿野町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

小鹿野町集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

11埼玉県 東秩父村 ○ 第5次東秩父村総合振興計画前期基本計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

美里町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

美里町行政改革集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次神川町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次神川町行政改革集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

上里町第4次行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

上里町第4次行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

11埼玉県 寄居町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

11埼玉県 宮代町 ○ 第4次宮代町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

11埼玉県 白岡町 ○ 第2次白岡町改革推進プログラム ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次杉戸町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次杉戸町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

平成23年度杉戸町公共施設改修計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

11埼玉県 松伏町 ○ 第4次松伏町行政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H

12千葉県 銚子市 ○ 第6次銚子市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

市川市新行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

市川市財政運営指針 ○ H 23 H 25 ○ H H

市川市第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

12千葉県 船橋市 ○ 船橋市補助金の見直し方針 ○ H 21 H ○ H H

12千葉県 市川市 ○ ○

11埼玉県 ときがわ町 ○

11埼玉県 皆野町 ○ ○

11埼玉県 小鹿野町 ○

11埼玉県 美里町 ○

11埼玉県 神川町 ○

11埼玉県 上里町 ○

11埼玉県 杉戸町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

館山市行財政改革方針 ○ H 20 H 24 ○ H H

館山市の民間委託等の推進に関する指針 ○ H 18 H ○ H H

使用料・手数料の設定に関する基本方針 ○ H 17 H ○ H H

館山市職員人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

館山市定員適正化計画（第4期） ○ H 21 H 25 ○ H H

第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

行革推進計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

12千葉県 松戸市 ○ 松戸市総合計画後期基本計画第4次実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

野田市行政改革大綱 ○ H 21 H 26 ○ H H

野田市集中改革プラン（H21-26） ○ H 21 H 26 ○ H H

12千葉県 茂原市 ○ 茂原市行財政改革大綱第5次実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

成田市第5次行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

成田市行政改革推進計画（平成22～24年度） ○ H 22 H 24 ○ H H

12千葉県 佐倉市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

東金市新行政改革大綱（改訂版） ○ H 12 H ○ H H

東金市行財政リフレッシュ・プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

旭市行政改革アクションプラン　第2次 ○ H 22 H 26 ○ H H

旭市公共施設の活用方針 ○ H 23 H 30 ○ H H

第2次旭市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

旭市人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

習志野市経営改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

12千葉県 柏市 ○ 柏市行政経営方針 ○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 勝浦市 ○ 勝浦市行政改革大綱2011 ○ H 23 H 25 ○ H H

12千葉県 市原市 ○ 市原市新行政改革大綱（第5次） ○ H 22 H 25 ○ H H

流山市行財政経営戦略プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

流山市第3次アウトソーシングプラン ○ H 23 H 27 ○ H H

八千代市第2次行財政改革大綱 ○ H 23 H 32 ○ H H

八千代市第2次行財政改革大綱前期推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 八千代市 ○ ○

12千葉県 流山市 ○ ○

12千葉県 習志野市 ○ ○

12千葉県 旭市 ○ ○

12千葉県 東金市 ○

12千葉県 成田市 ○

12千葉県 野田市 ○ ○

12千葉県 木更津市 ○

12千葉県 館山市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

12千葉県 我孫子市 ○ 我孫子市行政改革推進プラン ○ H 21 H 23 ○ H H

12千葉県 鴨川市 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

12千葉県 鎌ケ谷市 ○ 鎌ケ谷市行財政改革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

君津市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

君津市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第三次富津市行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第三次富津市行財政改改革推進実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

富津市職員定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

12千葉県 浦安市 ○ 第三次浦安市行政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

四街道市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

四街道市行財政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

袖ケ浦市行政経営計画（第5次行政改革大綱） ○ H 22 H 26 ○ H H

袖ケ浦市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 八街市 ○ 八街市行財政改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

12千葉県 印西市 ○ H H H H ○ H24年1月 ○

白井市第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

白井市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 富里市 ○ 富里市第3次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2期南房総市行政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2期南房総市行政改革推進計画　実地計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南房総市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 匝瑳市 ○ 匝瑳市行政改革大綱（平成23年度版） ○ H 23 H 23 ○ H H

香取市行財政改革大綱 ○ H 18 H 24 ○ H H

香取市集中改革プラン ○ H 18 H 24 ○ H H

12千葉県 香取市 ○

12千葉県 南房総市 ○

12千葉県 白井市 ○ ○

12千葉県 袖ケ浦市 ○

12千葉県 四街道市 ○

12千葉県 富津市 ○ ○

12千葉県 君津市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

山武市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

山武市行政改革行動計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次いすみ市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次いすみ市行財政改革実行計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次いすみ市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 酒々井町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

12千葉県 栄町 ○ 栄町行財政改革大綱 ○ H 20 H 23 ○ H H

12千葉県 神崎町 ○ H H H H ○ H24年12月 ○

12千葉県 多古町 ○ H H H H ○
事務事業の再編や機構改革を含め今後も行革に
取り組む。企業会計については経営改善計画に
基づき取り組む。

定年延長や組織改変、病院事業の動向等を考慮
し、新たな計画策定を検討する。

12千葉県 東庄町 ○ H H H H ○

当町では平成22年度末で終了した行政改革プラ
ンにより定員削減目標は十分に達成されている。
今後は人員削減による弊害、職員構成のバラン
ス等を考慮し計画的に職員を採用していくため、
新たな定員管理計画の策定を検討する。

第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画（第3次） ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 九十九里町 ○ 九十九里町財政健全化プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

12千葉県 芝山町 ○ 2011機構改革 ○ H 23 H 23 ○ H H

12千葉県 横芝光町 ○
第2期横芝光町行政改革大綱
（集中改革プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 一宮町 ○ 一宮町行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

睦沢町集中改革プラン大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

睦沢町第2次集中改革プラン年度別実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次長生村行財政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

第2次長生村行財政改革〈集中改革プラン〉 ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 白子町 ○ 第2次白子町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 長柄町 ○ 長柄町行政改革集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

12千葉県 長南町 ○ 【第4次】長南町行財政改革実施計画 ○ H 21 H 26 ○ H H

12千葉県 大多喜町 ○ 行財政効率化推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

御宿町行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

御宿町定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

12千葉県 御宿町 ○ ○

12千葉県 長生村 ○ ○

12千葉県 睦沢町 ○ ○

12千葉県 大網白里町 ○ ○

12千葉県 いすみ市 ○ ○

12千葉県 山武市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

12千葉県 鋸南町 ○ 鋸南町自律（立）ビジョン ○ H 17 H 26 ○ H H

第七次行財政改革大綱「行革プログラム」 ○ H 23 H 25 ○ H H

下水道中期経営計画2010 ○ H 22 H 26 ○ H H

立川市経営戦略プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

立川市財政健全計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

立川市職員定数適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

立川市補助金適正化指針 ○ H 23 H 25 ○ H H

第三次行財政改革を推進するための基本方針 ○ H 21 H 24 ○ H H

行財政改革アクションプラン ○ H 21 H 24 ○ H H

第五次職員定数適正化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

財政援助出資団体経営改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

13東京都 三鷹市 ○ 行財政改革アクションプラン2010 ○ H 16 H ○ H H

13東京都 青梅市 ○ 青梅市行財政改革推進プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

13東京都 府中市 ○ 府中市行財政改革推進プラン ○ H 20 H 25 ○ H H

13東京都 昭島市 ○ 第三次昭島市中期行財政運営計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

調布市基本計画・第4編　計画の推進（行財政
改革大綱）

○ H 19 H 24 ○ H H

第4次調布市行財政改革
アクションプラン

○ H 22 H 24 ○ H H

町田市中期経営計画
「行政経営改革プラン」

○ H 19 H 23 ○ H H

受益者負担の適正化
に関する基本方針

○ H 22 H ○ H H

13東京都 小金井市 ○ 小金井市第3次行財政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

13東京都 小平市 ○ 小平市第2次行財政再構築プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

13東京都 日野市 ○ 第4次日野市行財政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

13東京都 八王子市 ○ ○

13東京都 立川市 ○ ○

13東京都 武蔵野市 ○ ○

13東京都 調布市 ○ ○

13東京都 町田市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

13東京都 東村山市 ○ 第4次東村山市行財政改革大綱 ○ H 23 H 32 ○ H H

国分寺市行政改革プラン（第三次行政改革大
綱）

○ H 19 H 23 ○ H H

行政改革実施プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

財政健全化実現に向けた取組について ○ H 23 H 26 ○ H H

国分寺市職員数適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H
アウトソーシング基本方針 ○ H 21 H ○ H H

国分寺市使用料・手数料の適正化方針 ○ H 23 H ○ H H

13東京都 国立市 ○ H H H H ○ H25年度中 ○
市長の諮問機関として国立市
財政改革審議会を設置し、そ
の答申に基づき決定する。

13東京都 福生市 ○ 福生市行政改革大綱(第5次） ○ H 23 H 26 ○ H H

第4次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

狛江市第4次行財政改革推進計画　平成22年
度～平成26年度

○ H 22 H 26 ○ H H

狛江市定員適正化計画　平成22年度～平成26
年度

○ H 22 H 26 ○ H H

13東京都 東大和市 ○ 東大和市第3次行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第4次清瀬市行財政改革大綱 ○ H 23 H 32 ○ H H

第4次清瀬市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

東久留米市第4次行財政改革基本方針（改定
版）

○ H 23 H 27 ○ H H

東久留米市第4次行財政改革アクションプラン
（改定版）

○ H 23 H 27 ○ H H

東久留米市第4期定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

武蔵村山市第五次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

武蔵村山市第五次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

13東京都 多摩市 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

13東京都 稲城市 ○ 第四次行政改革大綱及び実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

羽村市行財政改革推進プラン ○ H 17 H 23 ○ H H

羽村市定員管理適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

13東京都 国分寺市 ○ ○

13東京都 狛江市 ○ ○

13東京都 清瀬市 ○

13東京都 東久留米市 ○ ○

13東京都 武蔵村山市 ○ ○

13東京都 羽村市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

13東京都 あきる野市 ○ 第2次あきる野市行政改革推進プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

西東京市地域経営戦略プラン2010（第3次行財
政改革大綱）

○ H 22 H 26 ○ H H

西東京市第3次定員適正化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

公共施設の適正配置 等に関する基本計画 ○ H 23 H 35 ○ H H

第4次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次行政改革大綱実施細目 ○ H 23 H 27 ○ H H

13東京都 日の出町 ○ 長期総合計画 ○ H 22 H 31 ○ H H

13東京都 檜原村 ○ 檜原村行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

13東京都 奥多摩町 ○ 第3次奥多摩町行政改革大綱及び実施計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

13東京都 大島町 ○ 財政健全化5ヵ年戦略プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

13東京都 利島村 ○ 利島村新行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

13東京都 新島村 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

13東京都 神津島村 ○ 第二次神津島村集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

13東京都 三宅村 ○ 三宅村行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

13東京都 御蔵島村 ○ 御蔵島村第2次集中改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

13東京都 八丈町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

青ヶ島村公債費負担適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

青ヶ島村公営企業経営健全化計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

13東京都 小笠原村 ○ H H H H ○

千代田区行財政構造改革に関する基本条例 ○ H 14 H ○ H H

民営化方針
（公共サービスの民間開放の留意点）

○ H 23 H ○ H H

千代田区財産活用方針 ○ H 22 H ○ H H

13東京都 中央区 ○ 第二次中央区行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

行政改革大綱 ○ H 14 H ○ H H
財政運営方針 ○ H 19 H 23 ○ H H
第2次港区職員定数配置計画 ○ H 19 H 28 ○ H H
指定管理者制度運用指針 ○ H 22 H ○ H H
行政評価制度の再構築について ○ H 22 H ○ H H
人事政策方針〔改訂版〕 ○ H 23 H ○ H H
区民参画手続きガイドライン ○ H 21 H ○ H H
土地活用方針 ○ H 19 H ○ H H

13東京都 新宿区 ○
新宿区第一次実行計画
（区政運営編）

○ H 20 H 23 ○ H H

13東京都 西東京市 ○ ○

13東京都 瑞穂町 ○ ○

13東京都 青ヶ島村 ○

13東京都 千代田区 ○ ○

13東京都 港区 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

行財政改革大綱 ○ H 11 H 23 ○ H H

第3次行財政改革推進計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

13東京都 台東区 ○ 台東区行政経営推進プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

13東京都 墨田区 ○ H H H H ○

H23年11月素案決定（パブリッ
クコメントは実施済）
現在、成案化を進めており
H24年1月に策定予定

○

13東京都 江東区 ○ 江東区行財政改革計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

13東京都 品川区 ○ 品川区行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

13東京都 目黒区 ○ 目黒区行革計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

大田行政経営プラン ○ H 21 H 23 ○ H H

大田区職員定数基本計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

大田区における事務事業の検証・評価に関する基本方
針

○ H 22 H ○ H H

13東京都 世田谷区 ○ 世田谷区行政経営改革計画 ○ H 20 H 23 ○ H H

13東京都 渋谷区 ○ H H H H ○
取組期間が終了した集中改革プランの内容を継
続して取り組んでいる。

新しい中野をつくる10か年計画（第2次） ○ H 22 H 31 ○ H H

公会計改革の基本方針 ○ H 20 H 24 ○ H H

中野区人材育成ビジョン ○ H 18 H ○ H H

職員2000人体制に向けての方策 ○ H 19 H 27 ○ H H

事業見直し方針 ○ H 23 H 27 ○ H H

13東京都 杉並区 ○ 平成23年度行財政改革の推進方針 ○ H 23 H 23 ○ H H

13東京都 豊島区 ○ 豊島区新定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

13東京都 北区 ○ 北区経営改革新5か年プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

13東京都 荒川区 ○ あらかわ区政経営戦略プラン ○ H 21 H 24 ○ H H

13東京都 板橋区 ○ 板橋区経営革新計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

13東京都 文京区 ○

13東京都 大田区 ○

13東京都 中野区 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

13東京都 練馬区 ○ H H H H ○ H23年12月 ○

13東京都 足立区 ○ 足立区経営改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

葛飾区経営改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

葛飾区第2次改革パワーアッププラン ○ H 21 H 24 ○ H H

江戸川区基本構想 ○ H 14 H 33 ○ H H

江戸川区基本計画（前期） ○ H 14 H 23 ○ H H

行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

横須賀市行政改革プラン ○ H 23 H 25 ○ H H

横須賀市財政基本計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

平塚市行政改革大綱 ○ H 20 H 28 ○ H H

ひらつか協働経営プラン2011　平塚市行政改革
実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H

財政健全化プラン ○ H 19 H 28 ○ H H

14神奈川県 鎌倉市 ○ 新鎌倉行政経営戦略プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

14神奈川県 藤沢市 ○
藤沢市経営戦略基本方針
及び同経営戦略プラン

○ H 21 H 23 ○ H H

小田原市行政改革指針 ○ H 23 H 27 ○ H H

行革アクションプログラム2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

14神奈川県 茅ヶ崎市 ○ 第3次茅ヶ崎市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

14神奈川県 逗子市 ○ 逗子市行財政改革基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

14神奈川県 三浦市 ○ 行政革命戦略5つの宣言 ○ H 15 H ○ H H

はだの行革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

秦野市公共施設再配置計画
（第1期基本計画）

○ H 23 H 32 ○ H H

13東京都 葛飾区 ○

13東京都 江戸川区 ○

14神奈川県 横須賀市 ○ ○

14神奈川県 平塚市 ○ ○

14神奈川県 小田原市 ○

14神奈川県 秦野市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

14神奈川県 厚木市 ○ 第4次厚木市行政改革大綱及び実施計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

大和市第4次実行計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

定数管理計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

14神奈川県 伊勢原市 ○ 伊勢原市第三次行財政改革推進計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

海老名市第5次行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

海老名市定員適正化計画　（第三次） ○ H 23 H 26 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 21 H 25 ○ H H

14神奈川県 座間市 ○ 第四次座間市総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

南足柄市行政改革大綱 2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

南足柄市給与水準等適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南足柄市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 綾瀬市 ○
綾瀬市行政改革大綱
「あやせ経営戦略プラン」
・あやせ集中改革プラン

○ H 18 H 27 ○ H H

14神奈川県 葉山町 ○ 葉山町行政改革大綱（第四次・前期） ○ H 22 H 24 ○ H H

第4次寒川町行政改革大綱 ○ H 17 H 23 ○ H H

第4次寒川町行政改革実施計画 ○ H 17 H 23 ○ H H

大磯町第5次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

大磯町第2次財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

大磯町第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

二宮町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

二宮町行政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 中井町 ○ 第五次中井町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

14神奈川県 大井町 ○ 事務事業評価実施マニュアル ○ H 19 H ○ H H

松田町第4次行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次松田町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 大和市 ○ ○

14神奈川県 海老名市 ○ ○

14神奈川県 南足柄市 ○ ○

14神奈川県 寒川町 ○

14神奈川県 大磯町 ○ ○

14神奈川県 二宮町 ○

14神奈川県 松田町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

14神奈川県 山北町 ○ 山北町第6次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 開成町 ○ 第四次開成町行政改革大綱(改訂版） ○ H 23 H 24 ○ H H

箱根町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

箱根町行政改革大綱推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

14神奈川県 真鶴町 ○ H H H H ○ H24年2月 ○

第4次湯河原町行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第4次湯河原町行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

14神奈川県 愛川町 ○
愛川町行政改革大綱
（第4次改訂版）

○ H 21 H 23 ○ H H

14神奈川県 清川村 ○ 第4次清川村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

15新潟県 長岡市 ○ 事業総点検に係る実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

15新潟県 三条市 ○ 新経営戦略プログラム ○ H 23 H 27 ○ H H

柏崎市行政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第四次柏崎市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

資産・債務改革プラン ○ H 22 H ○ H H

第三セクター等に関する指針 ○ H 22 H ○ H H

15新潟県 新発田市 ○ 新発田市行政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

小千谷市行政改革大綱 ○ H 14 H ○ H H

小千谷市行政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

加茂市行政改革大綱集中改革プラン ○ H 18 H 27 ○ H H

加茂市定員管理・給与適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

14神奈川県 箱根町 ○ ○

14神奈川県 湯河原町 ○

15新潟県 柏崎市 ○ ○

15新潟県 小千谷市 ○ ○

15新潟県 加茂市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

十日町市行政創造プラン2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

十日町市第2次重点改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

十日町市第2次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

十日町市公立保育園の統廃合及び民営化計画 ○ H 23 H ○ H H

15新潟県 見附市 ○ 第6次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

15新潟県 村上市 ○ 村上市行政改革大綱 ○ H 21 H 28 ○ H H

15新潟県 燕市 ○ 燕市行政改革大綱 ○ H 20 H 27 ○ H H

糸魚川市第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

糸魚川市第2次行政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

妙高市第6次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

妙高市定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

妙高市地域情報化基本計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

五泉市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

五泉市集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

第4次上越市行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第4次上越市行政改革推進計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

上越市人材育成方針 ○ H 22 H ○ H H

上越市財政計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

15新潟県 阿賀野市 ○ 阿賀野市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次佐渡市行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

第2次佐渡市行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次魚沼市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次魚沼市集中改革プラン ○ H 22 H 27 ○ H H

魚沼市財政計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

魚沼市定員適正化計画（後期計画） ○ H 22 H 26 ○ H H
魚沼市補助金交付基準 ○ H 22 H ○ H H
魚沼市公共施設活性化指針 ○ H 19 H ○ H H
市有財産に係る借地の取扱方針 ○ H 21 H ○ H H
魚沼市事務改善行動計画 ○ H 19 H ○ H H
魚沼市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H
使用料・手数料等の見直しに関する基本方針 ○ H 18 H ○ H H

15新潟県 南魚沼市 ○ 南魚沼市行政改革大綱 ○ H 23 H ○ H H

胎内市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

胎内市集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

胎内市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

胎内市定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

胎内市人材育成基本方針 ○ H 19 H 23 ○ H H

15新潟県 聖籠町 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

15新潟県 弥彦村 ○ 財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

15新潟県 田上町 ○ 田上町まちづくり財政計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次　阿賀町行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次　阿賀町集中改革プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

15新潟県 十日町市 ○ ○

15新潟県 糸魚川市 ○

15新潟県 妙高市 ○ ○

15新潟県 五泉市 ○

15新潟県 上越市 ○ ○

15新潟県 佐渡市 ○ ○

15新潟県 魚沼市 ○ ○

15新潟県 胎内市 ○

15新潟県 阿賀町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

15新潟県 出雲崎町 ○ 出雲崎町新行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

湯沢町定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

湯沢町人材育成計画 ○ H 17 H ○ H H

15新潟県 津南町 ○ H H H H ○

15新潟県 刈羽村 ○ H H H H ○

15新潟県 関川村 ○ H H H H ○
・既に改革済のため
・人員が不足しているため

粟島浦村行政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

粟島浦村行政改革集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

粟島浦村中期財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

富山市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

富山市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

富山市定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

16富山県 高岡市 ○ 行財政改革推進方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次魚津市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

魚津市行政改革集中プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次魚津市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

16富山県 氷見市 ○ 氷見市集中改革プランⅡ ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次滑川市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

滑川市健全な財政に関する条例
（中期財政計画）

○ H 23 H ○ H H

黒部市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

黒部市行政改革実行計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

黒部市財政健全化プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

黒部市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

黒部市外郭団体見直し指針 ○ H 19 H ○ H H

黒部市公共施設見直し指針 ○ H 19 H ○ H H

砺波市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

砺波市行政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

砺波市定員適正化計画 ○ H 21 H 27 ○ H H

砺波市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

砺波市公債費負担適正化計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

小矢部市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

小矢部市職員定員管理計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

南砺市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

南砺市行政改革実施計画 ○ H 18 H 23 ○ H H

第2次射水市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次射水市行財政改革集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

16富山県 舟橋村 ○ 舟橋村行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

16富山県 上市町 ○ 第３次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

16富山県 立山町 ○ 第3次立山町行政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H

16富山県 富山市 ○ ○

16富山県 魚津市 ○ ○

16富山県 滑川市 ○ ○

16富山県 黒部市 ○ ○

16富山県 砺波市 ○ ○

16富山県 小矢部市 ○ ○

16富山県 南砺市 ○ ○

16富山県 射水市 ○ ○

15新潟県 湯沢町 ○

15新潟県 粟島浦村 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

16富山県 入善町 ○ 入善町行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

16富山県 朝日町 ○ 職員定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

金沢市行政改革大綱
（第5次）

○ H 22 H 26 ○ H H

金沢市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

七尾市行財政改革大綱（改訂版） ○ H 22 H 26 ○ H H

七尾市行財政改革２次プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

17石川県 小松市 ○ 小松市行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

17石川県 輪島市 ○ 集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

17石川県 珠洲市 ○ 珠洲市行財政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第1次行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

水道事業基本計画 ○ H 19 H 30 ○ H H

17石川県 羽咋市 ○ 羽咋市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次かほく市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次かほく市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第二次白山市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

白山市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次能美市行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

行財政改革の指針　 ○ H 23 H 25 ○ H H

17石川県

17石川県 金沢市 ○

17石川県 七尾市 ○

17石川県 加賀市 ○ ○

かほく市 ○

17石川県 白山市 ○ ○

17石川県 能美市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

17石川県 野々市市 ○ 野々市市行政改革大綱（第5次） ○ H 23 H 27 ○ H H

17石川県 川北町 ○
川北町行財政改革大綱
（見直し）

○ H 22 H 26 ○ H H

17石川県 津幡町 ○ 津幡町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

内灘町行財政改革大綱
○ H 18 H ○ H H

内灘町行財政改革実施計画　集中改革プラン ○ H 17 H 23 ○ H H

志賀町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

志賀町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

志賀町定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次宝達志水町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次宝達志水町行財政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

宝達志水町財政健全化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

宝達志水町人材育成基本方針 ○ H H ○ H H

第2次宝達志水町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

17石川県 中能登町 ○ 中能登町第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

17石川県 穴水町 ○ 第4次穴水町行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

能登町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

能登町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

能登町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

福井市行財政改革指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

福井市健全財政計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

第3次福井市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

福井市公の施設の管理運営方針 ○ H 19 H 24 ○ H H

福井市市有財産等有効活用基本方針 ○ H 20 H 23 ○ H H

福井市公立保育園民間（定員）移譲実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

18福井県 敦賀市 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

第5次小浜市行財政改革大綱 ○ H 23 H 32 ○ H H

小浜市行政経営プラン
（第1期）

○ H 23 H 25 ○ H H

第六次大野市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

大野市行政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

大野市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

勝山市行財政改革大綱 ○ H 16 H 24 ○ H H

勝山市行財政改革実施計画 ○ H 16 H 24 ○ H H

18福井県 鯖江市 ○ 第2次鯖江市行財政構造改革プログラム ○ H 22 H 26 ○ H H

18福井県 あわら市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

17石川県 内灘町 ○ ○

17石川県 能登町 ○ ○

○

17石川県 宝達志水町 ○ ○

17石川県 志賀町 ○

18福井県 福井市 ○ ○

18福井県 小浜市 ○ ○

18福井県 大野市 ○ ○

18福井県 勝山市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

越前市《新》行財政構造改革プログラム ○ H 23 H 25 ○ H H

越前市《新》行財政構造改革プログラム「実行計
画」

○ H 23 H 25 ○ H H

越前市土地開発公社健全化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

坂井市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

坂井市行政改革大綱
　　　　　　　「100の改革」

○ H 19 H 23 ○ H H

永平寺町行政改革大綱(第2次) ○ H 23 H 27 ○ H H

永平寺町行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

永平寺町定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

18福井県 池田町 ○ 公債費負担適正化計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

南越前町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南越前町人材育成方針 ○ H 21 H ○ H H

南越前町財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

第一次越前町総合振興計画後期基本計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

公の施設の管理運営方針 ○ H 20 H ○ H H

第3次美浜町行財政改革大綱（後期分） ○ H 23 H 27 ○ H H

第3次美浜町行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

18福井県 高浜町 ○ 高浜町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

第1次おおい町総合計画 ○ H 20 H 29 ○ H H

おおい町定員管理計画 ○ H 18 H 31 ○ H H

18福井県 若狭町 ○
若狭町まちづくりプラン
(若狭町総合計画後期計画)

○ H 23 H 28 ○ H H

19山梨県 甲府市 ○ 甲府市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

富士吉田市中期財政計画 ○ H 21 H 24 ○ H H

富士吉田市新集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

富士吉田市事務事業評価 ○ H 17 H ○ H H

19山梨県 都留市 ○ 都留市行財政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次山梨市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次山梨市行財政改革大綱推進計画書 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次山梨市行財政改革大綱集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

19山梨県 大月市 ○ 行政改革大綱 ○ H 14 H 23 ○ H H

19山梨県 山梨市 ○ ○

19山梨県 富士吉田市 ○

18福井県 越前市 ○ ○

18福井県 坂井市 ○

18福井県 永平寺町 ○

18福井県 南越前町 ○

18福井県 越前町 ○ ○

18福井県 美浜町 ○

18福井県 おおい町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

19山梨県 韮崎市 ○ H H H H ○
H24年3月行政改革大綱、実
施計画策定

○

第2次南アルプス市行政改革大綱 ○ H 21 H 26 ○ H H

第2次南アルプス市行政改革実施計画 ○ H 21 H 26 ○ H H

第2次南アルプス市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

19山梨県 北杜市 ○ 第2次北杜市行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

19山梨県 甲斐市 ○ 第2次甲斐市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

第2次笛吹市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

行政経営方針 ○ H 23 H 23 ○ H H

第2次笛吹市定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

19山梨県 上野原市 ○ 上野原市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第二次甲州市行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第二次甲州市行政改革大綱実施計画書 ○ H 23 H 26 ○ H H

19山梨県 中央市 ○ 第1次行財政改革大綱・実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

19山梨県 市川三郷町 ○ 市川三郷町第2期集中改革プラン ○ H 23 H 25 ○ H H

19山梨県 早川町 ○ H H H H ○
集中改革プラン終了後も、必要に応じ継続してい
く。

特に方向性を決定しなくても、必然的にせざるを
得ない。

身延町行政改革大綱（第2次） ○ H 22 H 24 ○ H H

身延町行政改革実行プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

19山梨県 南部町 ○ 南部町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

19山梨県 富士川町 ○ 富士川町事務事業評価実施要綱 ○ H 22 H ○ H H

昭和町第3次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

昭和町人材育成基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

昭和町財政健全化に向けた基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

19山梨県 道志村 ○ H H H H ○

新道志村行政改革大綱(H17～H21)の指針に沿っ
た改革が進んでいる。今後も更なる住民自治の
推進、スリムな行政の確立、健全な財政の確立を
目指す。

19山梨県 昭和町 ○ ○

19山梨県 甲州市 ○ ○

19山梨県 身延町 ○

○ ○

19山梨県 南アルプス市 ○ ○

19山梨県 笛吹市
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

19山梨県 西桂町 ○ H H H H ○
既に取組期間が終了した計画の内容を踏襲して
取り組んでいる。

19山梨県 忍野村 ○ H H H H ○ 今後の行政改革の進め方を検討中。

19山梨県 山中湖村 ○ H H H H ○ H24年度～25年度 ○

19山梨県 鳴沢村 ○ 鳴沢村行政改革大綱実施計画 ○ H 18 H ○ H H

19山梨県 富士河口湖町 ○ 富士河口湖町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

19山梨県 小菅村 ○ H H H H ○
ある程度行政改革が進んだので、状況を判断し
て、柔軟的に対応したい。

19山梨県 丹波山村 ○ 丹波山村行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 長野市 ○ 長野市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

第6次松本市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

松本市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 上田市 ○ 上田市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

岡谷市行財政改革プラン ○ H 18 H 27 ○ H H

岡谷市行財政改革プラン
　　中期実施計画

○ H 21 H 23 ○ H H

飯田市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

行財政集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

第四次諏訪市行政改革大綱 改訂版 時点修正 ○ H 23 H 23 ○ H H
諏訪市公的資金補償金免除繰上償還に係る財
政健全化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

諏訪市公的資金補償金免除繰上償還に係る下水道事
業経営健全化延長計画

○ H 22 H 26 ○ H H

諏訪市水道事業経営健全化延長計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 須坂市 ○ 須坂市行財政改革 第2次チャレンジプラン ○ H 22 H 24 ○ H H

20長野県 小諸市 ○ 小諸市総合計画 ○ H 21 H 24 ○ H H

第2次伊那市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

財政健全化プログラム ○ H 23 H 27 ○ H H

伊那市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

20長野県 駒ヶ根市 ○ 第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次中野市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次中野市行政改革大綱　実行計画（集中改
革プラン）

○ H 22 H 24 ○ H H

20長野県 中野市 ○ ○

20長野県 伊那市 ○ ○

20長野県 諏訪市 ○ ○

20長野県 飯田市 ○ ○

20長野県 岡谷市 ○ ○

20長野県 松本市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

20長野県 大町市 ○ 大町市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

20長野県 飯山市 ○ 飯山市自立のための計画書 ○ H 18 H 27 ○ H H

20長野県 茅野市 ○ 第2次茅野市行財政改革推進プログラム ○ H 22 H 26 ○ H H

平成23年度行政改革実行計画　行政改革アク
ションプログラム2011

○ H 23 H 23 ○ H H

塩尻市定員適正化計画 ○ H 21 H 26 ○ H H

佐久市行政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

佐久市行政改革行動計画 ○ H 18 H 23 ○ H H

第3次千曲市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第3次千曲市行政改革大綱「実施計画書」 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次東御市行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第2次東御市行政改革実施計画（集中改革プラ
ン）

○ H 23 H 25 ○ H H

第2次東御市定員適正化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

第2次安曇野市行財政改革大綱・実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

安曇野市アウトソ－シング計画 ○ H 19 H 26 ○ H H

安曇野市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

安曇野市定員適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

20長野県 小海町 ○ H H H H ○
必要な時期に必要な事項を町民も含めて検討す
る。

20長野県 川上村 ○ H H H H ○
今後の行政改革の進め方として、予算編成作業
を通じて事務事業の見直しや効率化、職員提案
制度などを活用

20長野県 南牧村 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

20長野県 南相木村 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

20長野県 北相木村 ○ 北相木村集中改革プラン ○ H 17 H ○ H H

職員採用計画 ○ H 16 H 27 ○ H H

予算編成方針 ○ H 17 H ○ H H

20長野県 軽井沢町 ○ 軽井沢町行政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 御代田町 ○ 御代田町自律・協働のまちづくり推進計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

20長野県 立科町 ○ 立科町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

20長野県 青木村 ○ H H H H ○
既に取組期間が終了した計画の内容を継続して
取り組んでいる。

20長野県 長和町 ○ 長和町集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

20長野県 千曲市 ○ ○

20長野県 塩尻市 ○ ○

20長野県 東御市 ○ ○

20長野県 安曇野市 ○ ○

20長野県 佐久穂町 ○

20長野県 佐久市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

下諏訪町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

下諏訪町行政改革大綱
推進計画

○ H 23 H 27 ○ H H

下諏訪町行財政経営プラン ○ H 18 H 27 ○ H H

20長野県 富士見町 ○ 第5次富士見町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

原村行政改革大綱（第3次） ○ H 16 H 29 ○ H H

原村行財政改革プログラム ○ H 16 H 29 ○ H H

20長野県 辰野町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

20長野県 箕輪町 ○ 箕輪町第2次行政経営計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 飯島町 ○ 飯島町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

20長野県 南箕輪村 ○ 南箕輪村第5次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

20長野県 中川村 ○ H H H H ○
行政改革推進委員会を開催し、検討をすすめる
予定。

20長野県 宮田村 ○ 宮田村第5次総合計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次松川町自治体経営改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

第2期松川町職員数適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2期松川町職員人材育成計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

20長野県 高森町 ○ 高森町行財政改革アクションプラン ○ H 23 H 25 ○ H H

20長野県 阿南町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

20長野県 阿智村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

20長野県 平谷村 ○ H H H H ○
　村総合計画及び平成21年度で期限切れとなっ
た平谷村行政改革大綱に基づき進めていく

20長野県 根羽村 ○ H H H H ○
従前（対象年度が既に終わっているもの）の計画
方針を継承しながら、包括的に行政改革を進めて
いく

計画にとらわれず、行政改革に対応するため

20長野県 下條村 ○ H H H H ○
類似団体と比べ定員、給与など行革が進んでい
るため、今後は他団体の動向を注視しながら判
断することとしているため。

20長野県 売木村 ○ 売木村行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

20長野県 天龍村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

20長野県 泰阜村 ○ H H H H ○
平成17年度から21年度実施の「泰阜村集中改革
プラン」の継続的な実施。

十分経費削減を行っており、定員管理においても
適切な配置を行っているため。

20長野県 喬木村 ○ H H H H ○ H25年3月 ○

豊丘村行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

豊丘村行革大綱に基づく
実施計画

○ H 23 H 25 ○ H H

20長野県 大鹿村 ○ 財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

20長野県 上松町 ○ 上松町行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

20長野県 下諏訪町 ○ ○

20長野県 原村 ○ ○

20長野県 松川町 ○ ○

20長野県 豊丘村 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

20長野県 南木曽町 ○ 第2次南木曽町自立推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 木祖村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

20長野県 王滝村 ○ 王滝村自立計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

20長野県 大桑村 ○ 大桑村自立計画 ○ H 18 H ○ H H

20長野県 木曽町 ○ 職員定数適正化計画 ○ H 17 H 28 ○ H H

第5次麻績村振興計画
（後期基本計画）

○ H 20 H 24 ○ H H

麻績村自立計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

20長野県 生坂村 ○ H H H H ○
主に現在策定している「いくさか村づくり計画」に
記載される事業について事業評価を行い実施し
ている

20長野県 山形村 ○ H H H H ○
職員個々による事務事業の見直し及び点検を実
施。

20長野県 朝日村 ○ 朝日村行財政改革プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

20長野県 筑北村 ○ 筑北村行政改革大綱集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 池田町 ○ 町づくり推進プラン ○ H 19 H 28 ○ H H

20長野県 松川村 ○ 自立の村づくり計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

白馬村改革プラン（行政改革大綱集中改革プラン） ○ H 17 H ○ H H

白馬村財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

公債費負担適正化計画 ○ H 19 H 25 ○ H H

20長野県 小谷村 ○ H H H H ○
取組期間が終了した計画の一部内容を継続して
取り組んでいる。

20長野県 坂城町 ○ H H H H ○ 今後の行政改革の進め方を現在検討中。

小布施町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

小布施町行政改革実施計画 ○ H 16 H ○ H H

20長野県 高山村 ○ 高山村行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 山ノ内町 ○ 山ノ内町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 木島平村 ○ H H H H ○
職員定数、事務事業の見直し、委託方式、組織の
見直し等について必要に応じて状況を確認・検証
し、その都度取組を検討して進める。

20長野県 野沢温泉村 ○ H H H H ○
毎年度の予算編成方針及び事務事業評価により
進める。

20長野県 信濃町 ○ 信濃町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 小川村 ○ H H H H ○ 小川村行政改革推進委員会

飯綱町行政改革大綱 ○ H 18 H 26 ○ H H

飯綱町集中改革プラン（改訂版） ○ H 22 H 26 ○ H H

20長野県 麻績村 ○

20長野県 白馬村 ○ ○

20長野県 小布施町 ○ ○

20長野県 飯綱町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

20長野県 栄村 ○ H H 栄村将来像モデル H 15 H 20 ○

行財政改革大綱2010 ○ H 22 H 26 ○ H H

行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 大垣市 ○ 第2次　大垣市行政経営戦略計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

高山市第5次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

高山市第5次行政改革大綱平成22年度実施内
容　平成23年度実施計画

○ H 22 H 23 ○ H H

高山市第4次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

高山市第3次人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 多治見市 ○ 第6次行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

第5次関市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次関市行政改革大綱
実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

21岐阜県 中津川市 ○ 改革への工程表「ロードマップ」 ○ H 19 H 26 ○ H H

美濃市平成まちづくり改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

美濃市集中改革プラン・美濃市平成まちづくり改
革推進行動計画

○ H 20 H 25 ○ H H

第四次瑞浪市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 18 H 26 ○ H H

21岐阜県 羽島市 ○ 羽島市行政改革大綱（推進計画） ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次恵那市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次恵那市行財政改革行動計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

美濃加茂市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

美濃加茂市財政運営指針 ○ H 23 H 27 ○ H H

美濃加茂市自主財源確保計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

みのかも定住自立圏共生ビジョン ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 岐阜市 ○

21岐阜県 高山市 ○ ○

21岐阜県 関市 ○

21岐阜県 美濃市 ○

21岐阜県 瑞浪市 ○ ○

21岐阜県 恵那市 ○

21岐阜県 美濃加茂市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

21岐阜県 土岐市 ○ 第5次土岐市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

21岐阜県 各務原市 ○ 各務原市第2次新行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 可児市 ○ 可児市市政改革プラン2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

21岐阜県 山県市 ○ 第3次山県市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 瑞穂市 ○ 第二次瑞穂市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次行政改革実行計画（アクションプラン） ○ H 21 H 25 ○ H H

21岐阜県 本巣市 ○ 第2次本巣市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

21岐阜県 郡上市 ○ 郡上市行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次下呂市行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次下呂市行政改革実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

下呂市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次海津市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次海津市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次海津市定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

海津市組織機構再編計画 ○ H 23 H 24 ○ H H

海津市中期財政計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

21岐阜県 岐南町 ○ 岐南町行政改革推進大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

21岐阜県 笠松町 ○ H H H H ○

平成17～19年間の3ヶ年で集中的に行財政改革
に取り組んだ結果として、当初計画の財源不足を
解消し、その後も数値目標はないものの、現在は
その精神を基本に各種事務事業に取り組んでい
く。

21岐阜県 養老町 ○ 養老町行政経営改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

21岐阜県 飛騨市 ○ ○

21岐阜県 下呂市 ○ ○

21岐阜県 海津市 ○ ○

21岐阜県 垂井町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

21岐阜県 関ヶ原町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

21岐阜県 神戸町 ○ 第4次総合計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

21岐阜県 輪之内町 ○ 輪之内町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 安八町 ○ H H H H ○
取組期間が満了した計画の未達成事項の継続実
施や予算編成時の事業の見直し等によって行革
に取り組んでいく。

揖斐川町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

揖斐川町集中改革プラン ○ H 17 H ○ H H

揖斐川町定員管理適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

21岐阜県 大野町 ○ 大野町第五次総合計画(後期計画） ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 池田町 ○ H H H H ○ 過去の計画を継続していく

21岐阜県 北方町 ○ 第5次北方町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

21岐阜県 坂祝町 ○ 坂祝町行政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

21岐阜県 富加町 ○ 富加町第5次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 川辺町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

21岐阜県 七宗町 ○ H H H H ○ H24年2月 ○

第4次八百津町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次八百津町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

白川町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

白川町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

集中改革プラン ○ H 17 H ○ H H

第五次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

白川村行政改革大綱 ○ H 17 H 23 ○ H H

白川村定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

21岐阜県 揖斐川町 ○ ○

21岐阜県 八百津町 ○ ○

21岐阜県 白川町 ○ ○

21岐阜県 東白川村 ○

21岐阜県 御嵩町 ○ ○

21岐阜県 白川村 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

22静岡県 沼津市 ○ 第2次沼津市行政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 熱海市 ○ 熱海市行財政改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

三島市行政改革大綱
（第5期改訂版）

○ H 23 H 27 ○ H H

三島市行政改革実施計画（集中改革プラン） ○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 富士宮市 ○ ○ 富士宮市行政改革大綱第5次実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

22静岡県 伊東市 ○ 伊東市行財政改革大綱 ○ H 17 H 23 ○ H H

22静岡県 島田市 ○ 島田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

22静岡県 富士市 ○ 第2次富士市行政経営プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次磐田市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次磐田市行財政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

普通会計財政健全化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第3次焼津市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第３次焼津市行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

掛川市行財政運営方針及び行財政改革方針 ○ H 22 H 31 ○ H H

掛川市行財政改革工程表 ○ H 22 H 24 ○ H H

藤枝市新公共経営大綱 ○ H 23 H 32 ○ H H

新・人財育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

新・藤枝市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

職員の仕事の仕方見直し方針 ○ H 23 H ○ H H

御殿場市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

御殿場市行政改革大綱行動計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

御殿場市定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

袋井市行政改革大綱
行政経営創造プラン

○ H 18 H 27 ○ H H

袋井市行政改革
実施計画
（平成23年度～平成27年度）

○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 三島市 ○

22静岡県 磐田市 ○ ○

22静岡県 掛川市 ○

22静岡県 藤枝市 ○ ○

22静岡県 御殿場市 ○ ○

22静岡県 袋井市 ○ ○

22静岡県 焼津市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第5次下田市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次下田市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次裾野市行政改革大綱（行政経営戦略プラ
ン）

○ H 23 H 27 ○ H H

第5次裾野市行政改革大綱（行政経営戦略プラ
ン）推進実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 湖西市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

第2次伊豆市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次伊豆市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

22静岡県 御前崎市 ○ 御前崎市行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

第2次
菊川市行財政改革大綱

○ H 22 H 27 ○ H H

菊川市行財政改革
第2次集中改革プラン
（前期計画）

○ H 22 H 24 ○ H H

22静岡県 伊豆の国市 ○ ○
第2次伊豆の国市行財政改革大綱
行動計画（集中改革プラン）

○ H 22 H 26 ○ H H

22静岡県 牧之原市 ○ 第二次牧之原市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

22静岡県 東伊豆町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

22静岡県 河津町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

22静岡県 南伊豆町 ○ 南伊豆町行政改革大綱（第3次） ○ H 18 H ○ H H

22静岡県 松崎町 ○ H H H H ○
前計画（行財政改革大綱Ｈ17～21）における方向
性を維持し、予算査定など既存の事務の流れの
中で実施していく。

22静岡県 西伊豆町 ○ H H H H ○
平成21年度終期の行政改革大綱と集中改革プラ
ンの内容を踏襲・継続して実施してしている。

22静岡県 函南町 ○ H H H H ○
22年度に取組期間が終了した計画を踏襲し、機
構改革や住民サービス向上等の取組を進めてい
る。

第4次清水町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次清水町行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 長泉町 ○ H H H H ○ H24年度以降 ○

第8次小山町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

22静岡県 下田市 ○ ○

22静岡県 裾野市 ○ ○

22静岡県 伊豆市 ○ ○

22静岡県 菊川市 ○

22静岡県 清水町 ○

22静岡県 小山町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第4次吉田町総合計画後期基本計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

吉田町行政改革大綱（第4次） ○ H 23 H 27 ○ H H

吉田町行政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

22静岡県 川根本町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

22静岡県 森町 ○ 森町新行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

23愛知県 豊橋市 ○ 豊橋市行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

岡崎市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

岡崎市行財政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

23愛知県 一宮市 ○ 一宮市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

23愛知県 瀬戸市 ○ 瀬戸市行政改革第2次集中改革プラン ○ H 22 H 27 ○ H H

半田市財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

半田市公営企業経営健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

市 税 等 収 納 向 上 計 画 ○ H 23 H 25 ○ H H

23愛知県 春日井市 ○ H H H H ○

第4次行政改革大綱改訂版の推進期間は平成21
年度で終了しており、その後の方針については設
定していない状態であるが、行政改革の取り組み
は続行している。今後は、国の状況を注視し、必
要があれば、国の方針等を踏まえ、計画、方針等
を定める。

豊川市行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

豊川市行政改革推進計画（平成22年度～平成
24年度）

○ H 22 H 24 ○ H H

豊川市少数精鋭計画（第4次豊川市定員適正化
計画）

○ H 22 H 27 ○ H H

健全な財政運営に向けて（第4次改訂版） ○ H 23 H ○ H H

津島市行政経営システム ○ H 16 H ○ H H

津島市財政改革行動計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

定員管理計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

23愛知県 碧南市 ○ 碧南市行財政戦略プラン ○ H 23 H 25 ○ H H

22静岡県 吉田町 ○

23愛知県 岡崎市 ○ ○

23愛知県 半田市 ○

23愛知県 豊川市 ○ ○

23愛知県 津島市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

刈谷市行政経営方針 ○ H 16 H ○ H H

刈谷市行政経営改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

まちづくり基本条例戦略プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

豊田市定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 10 H ○ H H

協会公社等改革ビジョン ○ H 22 H ○ H H

23愛知県 安城市 ○ 安城市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

23愛知県 西尾市 ○ 西尾市行政改革大綱 ○ H 7 H ○ H H

23愛知県 蒲郡市 ○ 蒲郡市行政改革大綱 ○ H 9 H ○ H H

23愛知県 犬山市 ○ 第5次犬山市行政改革大綱 ○ H 21 H 23 ○ H H

23愛知県 常滑市 ○ 常滑市行財政再生プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

23愛知県 江南市 ○
江南市経営改革プラン（江南市第六次
行政改革大綱）

○ H 23 H 25 ○ H H

23愛知県 小牧市 ○ 第4次小牧市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

行政経営改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

行政経営改革プラン行動計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新城市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新城市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

新城市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

東海市行政改革大綱 ○ H 17 H 25 ○ H H

東海市行政改革大綱推進計画
（平成23年度～平成25年度）

○ H 23 H 25 ○ H H

23愛知県 大府市 ○ 集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次知多市総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

第5次知多市総合計画組織別計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

第4次定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

23愛知県 知立市 ○ 知立市行政経営改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

23愛知県 尾張旭市 ○ 尾張旭市新集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

23愛知県 刈谷市 ○

23愛知県 豊田市 ○ ○

23愛知県 稲沢市 ○ ○

23愛知県 新城市 ○

23愛知県 東海市 ○

23愛知県 知多市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

23愛知県 高浜市 ○ 高浜市経営改革プロジェクト ○ H 23 H 25 ○ H H

23愛知県 岩倉市 ○ 岩倉市行政経営プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

23愛知県 豊明市 ○ 第5次豊明市行政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H

23愛知県 日進市 ○ 日進市経営改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次田原市行政改革大綱 ○ H 21 H 26 ○ H H

市有財産のあり方及び利活用に関する基本方
針

○ H 22 H ○ H H

補助金の適正化ガイドライン ○ H 22 H ○ H H

公共事業コスト構造改善プログラム ○ H 22 H ○ H H

愛西市行政改革大綱 ○ H 18 H 29 ○ H H

愛西市行政改革第2期推進計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

清須市行政改革大綱・集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

清須市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

北名古屋市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

北名古屋市行財政改革行動計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

23愛知県 弥富市 ○ 第2次行政改革大綱 ○ H 18 H 25 ○ H H

みよし市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

みよし市行政改革
アクションプラン

○ H 23 H 27 ○ H H

あま市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

あま市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

あま市人材育成基本プラン ○ H 22 H ○ H H

23愛知県 東郷町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

23愛知県 長久手町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

23愛知県 豊山町 ○ 第4次豊山町行政改革大綱・集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

23愛知県 大口町 ○ 行政経営計画書 ○ H 23 H 23 ○ H H

23愛知県 田原市 ○ ○

23愛知県 愛西市 ○

23愛知県 清須市 ○ ○

23愛知県 北名古屋市 ○ ○

23愛知県 みよし市 ○ ○

23愛知県 あま市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

23愛知県 扶桑町 ○ 新扶桑町集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

23愛知県 大治町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

23愛知県 蟹江町 ○ 第5次蟹江町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

23愛知県 飛島村 ○ H H H H ○
平成17年度から行財政改革の一環として、事務
事業評価に取り組んでいる。

現在、事務事業評価に取り組んでいるため、新た
な方向性を決定する予定は無い。

23愛知県 阿久比町 ○ H H H H ○
第3次行政改革大綱の実行計画は平成21年度で
終了したが、大綱の方針を継続して取り組んでい
く。

23愛知県 東浦町 ○ H H H H ○
行政評価、事業仕分け及び事務改善運動等の実
施により、行政改革の推進を図っていく。

23愛知県 南知多町 ○ H H H H ○
取組事項を町幹部会にて協議した上で取り組み、
毎年結果を整理し、幹部会に報告する。

23愛知県 美浜町 ○ H H 町長の町政方針 H 19 H 27 ○

23愛知県 武豊町 ○ 武豊町第5次行革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

23愛知県 幸田町 ○ 幸田町行政改革大綱 ○ H 21 H 23 ○ H H

23愛知県 設楽町 ○ 設楽町総合計画　基本計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

23愛知県 東栄町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

23愛知県 豊根村 ○ H H H H ○
平成17年度に策定した豊根村集中改革プランを
期間終了後も継続して対応している。

津市行財政改革大綱 ○ H 19 H 27 ○ H H

津市行財政改革中期実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

24三重県 四日市市 ○ 四日市市行財政改革プラン2011 ○ H 23 H 25 ○ H H

24三重県 伊勢市 ○ 第二次行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

松阪市行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

松阪市行財政改革大綱
アクションプラン

○ H 23 H 25 ○ H H

24三重県 桑名市 ○
第三次桑名市行政改革大綱
（チャレンジプラン2010）

○ H 22 H 28 ○ H H

24三重県 鈴鹿市 ○ 定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

24三重県 名張市 ○ 市政一新プログラム-完結編- ○ H 22 H 25 ○ H H

24三重県 津市 ○

24三重県 松阪市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

尾鷲市行財政改革プラン
（第3次大綱・集中改革ﾌﾟﾗﾝ）

○ H 22 H 26 ○ H H

尾鷲市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

尾鷲市公共施設耐震化計画 ○ H 22 H ○ H H

24三重県 亀山市 ○ 亀山市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

鳥羽市行政改革プラン ○ H 22 H 27 ○ H H

鳥羽市職員定数管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

熊野市総合計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

24三重県 いなべ市 ○ いなべ市行政改革大綱 ○ H 19 H 28 ○ H H

志摩市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

志摩市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次伊賀市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次伊賀市行財政改革大綱前期実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

24三重県 木曽岬町 ○ 木曽岬町定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

24三重県 東員町 ○ 第5次東員町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

24三重県 菰野町 ○ H H H H ○

通常業務の中、課及び係単位で年間を通して行
程管理を行い、総合計画、推進計画などとの整合
を図りながら、効率的・効果的な政策推進に努め
ている。

24三重県 朝日町 ○
朝日町行政改革大綱
（朝日町行政改革実施計画）

○ H 23 H 27 ○ H H

24三重県 川越町 ○ 川越町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

24三重県 多気町 ○ ええまちづくり“私の約束” ○ H 22 H ○ H H

中期職員配置計画 ○ H 17 H 30 ○ H H

第５次明和町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

24三重県 大台町 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

24三重県 玉城町 ○ 玉城町行財政改革プラン ○ H 23 H 28 ○ H H

24三重県 度会町 ○ 第3次度会町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

大紀町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

大紀町行財政改革実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

南伊勢町行政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

南伊勢町集中改革プラン ○ H 18 H 23 ○ H H

南伊勢町町民サービス基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次紀北町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次紀北町行財政改革大綱アクションプログラ
ム

○ H 23 H 27 ○ H H

第2次紀北町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

24三重県 御浜町 ○ 御浜町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

24三重県 紀宝町 ○ 紀宝町定員管理適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

（新）大津市行政改革大綱 ○ H 22 H 28 ○ H H

（新）大津市行政改革（前期）集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

○ ○24三重県 明和町

24三重県 尾鷲市 ○ ○

24三重県 鳥羽市 ○ ○

24三重県 熊野市 ○ ○

24三重県 志摩市 ○ ○

24三重県 伊賀市 ○ ○

24三重県 大紀町 ○ ○

24三重県 南伊勢町 ○ ○

24三重県 紀北町 ○ ○

25滋賀県 大津市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

25滋賀県 彦根市 ○
持続可能な財政基盤の確立に向けた今後の取
組指針

○ H 21 H ○ H H

長浜市行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

長浜市行政改革アクションプラン ○ H 23 H 26 ○ H H

長浜市定員適正化計画 ○ H 21 H 32 ○ H H

近江八幡市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

近江八幡市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

25滋賀県 草津市 ○ H H H H ○ H25年2月 ○

第五次守山市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

五次守山市行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第3次守山市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第3次守山市財政改革ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ○ H 23 H 27 ○ H H

25滋賀県 栗東市 ○ 第六次栗東市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次甲賀市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次甲賀市行政改革推進計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

甲賀市定員適正化計画
（第2次計画）

○ H 23 H 26 ○ H H

甲賀市税・料金等収納向上対策強化三箇年計
画

○ H 23 H 25 ○ H H

財政健全化集中改革プラン ○ H 22 H 23 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

25滋賀県 湖南市 ○ 第二次湖南市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

25滋賀県 高島市 ○ 高島市経営改革プラン【第2期】 ○ H 21 H 23 ○ H H

東近江市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

東近江市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

東近江市公の施設改革計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

東近江市補助金制度に関する改革指針 ○ H 23 H ○ H H

第2次東近江市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次米原市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次米原市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

25滋賀県 日野町 ○ H H H H ○
集中改革プランの結果を最終評価し、行革大綱
（H17～21）を基本に方向性を決定する予定だが、
現時点では具体的な協議に至っていない。

25滋賀県 長浜市 ○ ○

25滋賀県 近江八幡市 ○

25滋賀県 守山市 ○ ○

25滋賀県 甲賀市 ○ ○

25滋賀県 野洲市 ○

25滋賀県 東近江市 ○ ○

25滋賀県 米原市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

25滋賀県 竜王町 ○ H H H H ○

集中的に財政の削減目標を掲げるとともに、主要
事業の実効性を元にした事業見直し案について、
事業の必要性や実施手法の妥当性・効率性等の
審議を行い、予算に反映させる。

25滋賀県 愛荘町 ○ H H 行財政改革検討委員会の提言書 H 22 H ○

25滋賀県 豊郷町 ○ 豊郷町定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

25滋賀県 甲良町 ○ 財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

25滋賀県 多賀町 ○ 多賀町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

第4次福知山市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第4次福知山市行政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

26京都府 舞鶴市 ○ 新たな舞鶴市総合計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

第5次綾部市行財政健全化の取組 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次綾部市行財政健全化の取組・実施項目 ○ H 23 H 27 ○ H H

宇治市第5次行政改革実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

第2次宇治市定数管理計画 ○ H 17 H 23 ○ H H

26京都府 宮津市 ○ 宮津市財政健全化計画2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

26京都府 亀岡市 ○
亀岡市行財政改革プラン2010-2014
（行財政健全化プログラム）

○ H 22 H 26 ○ H H

活き生き改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

今後の財政見通しと財政健全化方針 ○ H 19 H ○ H H

第2次定員管理計画 ○ H 10 H 30 ○ H H

26京都府 向日市 ○ 向日市行財政改革プログラム ○ H 22 H 26 ○ H H

第3次長岡京市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第3次定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

長岡京市男女共同参画計画第5次計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

市職員の次世代育成支援プラン（後期計画） ○ H 22 H 26 ○ H H

長岡京市地球温暖化対策実行計画 ○ H 23 H 42 ○ H H

長岡京市役所地球温暖化防止実行計画（第二
次）

○ H 22 H 24 ○ H H

長岡京市一般廃棄物処理基本計画 ○ H 19 H 33 ○ H H

長岡京市営住宅等長寿命化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

26京都府 八幡市 ○ 第5次行財政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

26京都府 福知山市 ○ ○

26京都府 綾部市 ○ ○

26京都府 宇治市 ○ ○

26京都府 城陽市 ○ ○

26京都府 長岡京市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

26京都府 京田辺市 ○ 新京田辺市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

第2次京丹後市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次京丹後市行財政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

京丹後市市民と行政の協働推進指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

京丹後市アウトソーシング推進に関する指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

京丹後市職員人材育成基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

京丹後市組織・機構編成方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次京丹後市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南丹市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

南丹市行政改革推進計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

南丹市経営改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

南丹市職員定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

木津川市行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

木津川市行財政改革推進計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

木津川市行財政改革行動計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

木津川市定員適正化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

26京都府 大山崎町 ○ H H H H ○ H24年2月 ○

26京都府 久御山町 ○ 久御山町第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

井手町第3次行政改革大綱 ○ H 18 H 26 ○ H H

井手町定員適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

26京都府 宇治田原町 ○ 宇治田原町行政改革大綱 ○ H 19 H 24 ○ H H

笠置町第4次総合計画 ○ H 23 H 33 ○ H H

笠置町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

笠置町定員適正化計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

和束町第4次総合計画
（前期基本計画）

○ H 23 H 27 ○ H H

公債費負担適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

公営企業経営健全化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

26京都府 精華町 ○ H H H H ○
平成17年度から21年度まで取り組んだ、行財政
改革推進のための「改革プログラム」における行
財政運営規律を継続

26京都府 南山城村 ○ H H H H ○ 課長会での議論・検討
現段階では行革に対する十分な議論が行われて
いない

京丹波町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

京丹波町行政改革実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

26京都府 伊根町 ○ 中期財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

26京都府 与謝野町 ○ ○ 与謝野町行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

岸和田市新行財政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H

きしわだ行財政再生プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

新・豊中市行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

新・豊中市行財政改革プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

池田市行財政改革指針 ○ H 23 H 34 ○ H H

池田市行財政改革推進プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

27大阪府 池田市 ○

27大阪府 豊中市 ○ ○

27大阪府 岸和田市 ○ ○

26京都府 京丹後市 ○ ○

26京都府 南丹市 ○

26京都府 木津川市 ○ ○

26京都府 井手町 ○

26京都府 笠置町 ○ ○

26京都府 和束町 ○ ○

26京都府 京丹波町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

27大阪府 吹田市 ○ 行政の維新プロジェクト ○ H 23 H 26 ○ H H

27大阪府 泉大津市 ○ 泉大津市経営指針 ○ H 22 H 24 ○ H H

27大阪府 高槻市 ○ H H H H ○ H24年2月 ○

貝塚市行財政改革基本方針 ○ H 18 H ○ H H
貝塚市行財政改革実施方針 ○ H 18 H ○ H H
貝塚市行財政改革実施計画 ○ H 18 H ○ H H
貝塚新生プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

27大阪府 守口市 ○ （仮称）守口市財政健全化計画（素案） ○ H 20 H ○ H H

枚方市行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H

枚方市構造改革アクションプラン【改定版】 ○ H 20 H 24 ○ H H

茨木市行財政改革指針 ○ H 18 H ○ H H

茨木市行財政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2期八尾市行財政改革プログラム ○ H 23 H 26 ○ H H

第2期八尾市行財政改革アクションプログラム ○ H 23 H 26 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 21 H 39 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

財政健全化実施プラン ○ H 23 H 26 ○ H H

27大阪府 富田林市 ○ 行財政改革の推進について ○ H 22 H 26 ○ H H

行財政改革大綱（改訂版） ○ H 21 H ○ H H

事務事業改善計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新アウトソーシング計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

公共施設等整備・再編計画 ○ H 22 H ○ H H

第4期定員適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

第3次行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

第2次財政健全化プログラム ○ H 20 H 24 ○ H H

第3次定員適正化計画 ○ H 23 H 24 ○ H H

松原市行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

松原市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

大東市行財政改革プランⅡ（大東市行財政改革
大綱）

○ H 22 H 26 ○ H H

大東市構造改革指針 ○ H 19 H 24 ○ H H

27大阪府 和泉市 ○ 和泉再生プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

27大阪府 箕面市 ○ ○ 緊急プラン（素案）・ゼロ試案 ○ H 21 H 25 ○ H H

27大阪府 柏原市 ○ 柏原市行財政健全化戦略 ○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 大東市 ○ ○

27大阪府 松原市 ○

27大阪府 河内長野市 ○ ○

27大阪府 寝屋川市 ○ ○

27大阪府 泉佐野市 ○ ○

27大阪府 八尾市 ○ ○

27大阪府 茨木市 ○

27大阪府 枚方市 ○ ○

27大阪府 貝塚市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

羽曳野市行財政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

羽曳野市財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

羽曳野市外郭団体等改革方針 ○ H 19 H ○ H H

羽曳野市市民公益活動基本方針 ○ H 19 H ○ H H

門真市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

第2次門真市行財政改革推進計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

門真市財政健全化計画・中期財政見通し ○ H 23 H 28 ○ H H

門真市第2次定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

27大阪府 摂津市 ○ 摂津市第4次行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 高石市 ○ 第四次高石市財政健全化計画案 ○ H 20 H 24 ○ H H

27大阪府 藤井寺市 ○
財政健全化に向けて
（財政健全化プロフラム）

○ H 20 H 23 ○ H H

新集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

外郭団体統廃合等方針 ○ H 20 H 27 ○ H H

収納確保行動計画 ○ H 22 H ○ H H

第3次行財政改革大綱（案） ○ H 16 H ○ H H

第4次行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 四條畷市 ○ 四條畷市行財政改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

27大阪府 交野市 ○ 第2次・交野市財政健全化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

大阪狭山市行財政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

大阪狭山市行財政改革施策別計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 阪南市 ○ 第2次財政再建実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

27大阪府 島本町 ○ 第五次島本町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

27大阪府 豊能町 ○ 財政再建計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 能勢町 ○ H H H H ○ 「あるお金で予算を組む」を継続して実施。
地方行政を取り巻く状況の変化は、年々スピード
が増すことから、早急に調整を図り対応する必要
があるため。

27大阪府 大阪狭山市 ○ ○

27大阪府 泉南市 ○

27大阪府 東大阪市 ○ ○

27大阪府 門真市 ○ ○

27大阪府 羽曳野市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

27大阪府 忠岡町 ○ 第2次財政健全化計画 ○ H 18 H 28 ○ H H

熊取町第2次行財政構造改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行財政構造改革プラン「アクションプログ
ラム」

○ H 22 H 26 ○ H H

27大阪府 田尻町 ○ 田尻町定員管理計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

岬町行財政集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

岬町職員定員管理計画 ○ H 22 H 28 ○ H H

27大阪府 太子町 ○
公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全
化計画

○ H 19 H 23 ○ H H

27大阪府 河南町 ○ 行財政改革プラン ○ H 20 H 23 ○ H H

千早赤阪村行政経営戦略プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

千早赤阪村定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 姫路市 ○ 姫路市行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 尼崎市 ○ “あまがさき”行財政構造改革推進プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

明石市行政改革大綱 ○ H H ○ 明石市自治基本条例 H 22 H ○

明石市行政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ 明石市市民参画条例 H 23 H ○

明石市人事制度改革基本計画 ○ H 19 H ○ H H

28兵庫県 西宮市 ○ 第4次西宮市総合計画 ○ H 21 H 30 ○ H H

28兵庫県 洲本市 ○ 洲本市行財政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

28兵庫県 芦屋市 ○ 行政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

28兵庫県 伊丹市 ○ 伊丹市行財政プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

27大阪府 千早赤阪村 ○

27大阪府 岬町 ○ ○

27大阪府 熊取町 ○ ○

28兵庫県 明石市 ○ ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

28兵庫県 相生市 ○ 第2期行財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次豊岡市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

豊岡市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

加古川市新行政改革大綱 ○ H 17 H 27 ○ H H

加古川市第5次行革緊急行動計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

28兵庫県 赤穂市 ○ 第6次赤穂市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

28兵庫県 西脇市 ○ 西脇市行政改革大綱第1次改訂 ○ H 23 H 27 ○ H H

宝塚市行財政運営に関する指針 ○ H 23 H 27 ○ H H

宝塚市行財政運営アクションプラン ○ H 23 H 27 ○ H H

宝塚市定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

28兵庫県 三木市 ○ 新行財政改革プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

28兵庫県 高砂市 ○ 第4次高砂市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 川西市 ○ 川西市行財政改革推進計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

方針管理制度 ○ H 12 H ○ H H

QCD+CSRの入札制度改革 ○ H 11 H ○ H H

ONPM計画 ○ H 16 H ○ H H

28兵庫県 豊岡市 ○ ○

28兵庫県 加古川市 ○

28兵庫県 宝塚市 ○ ○

28兵庫県 小野市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

都市経営システム推進大綱 ○ H 16 H 23 ○ H H

新行政改革推進プラン ○ H 20 H 23 ○ H H

28兵庫県 加西市 ○ 第6次行政経営改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

28兵庫県 篠山市 ○ ○ 篠山再生計画（行財政改革編） ○ H 20 H ○ H H

28兵庫県 養父市 ○ 第2次養父市行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次丹波市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次南あわじ市行財政改革大綱 ○ H 22 H 28 ○ H H

第2次南あわじ市行財政改革前期実施計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次南あわじ市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第1次朝来市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

朝来市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 23 ○ H H

28兵庫県 淡路市 ○ 淡路市新行財政改革推進方策 ○ H 21 H 30 ○ H H

28兵庫県 宍粟市 ○ 第二次宍粟市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

加東市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

加東市行財政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

28兵庫県 たつの市 ○
まちづくり改革プラン
（行政改革大綱見直し編）

○ H 22 H 28 ○ H H

第五次猪名川町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第五次猪名川町行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 多可町 ○ 第2次多可町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

稲美町行財政改革大綱 ○ H 21 H 26 ○ H H

稲美町行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 三田市 ○

28兵庫県 丹波市 ○

28兵庫県 南あわじ市 ○ ○

28兵庫県 朝来市 ○

28兵庫県 加東市 ○ ○

28兵庫県 猪名川町 ○

28兵庫県 稲美町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第4次播磨町行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

播磨町行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

28兵庫県 市川町 ○ 市川町第2次財政危機突破工程表 ○ H 17 H 26 ○ H H

福崎町第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

福崎町第4次行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第1次神河町行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

神河町行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

28兵庫県 太子町 ○ 太子町新行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

28兵庫県 上郡町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

佐用町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

佐用町行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次香美町行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第2次香美町行財政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

第2次新温泉町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次新温泉町行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

新温泉町定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

新温泉町公債費負担適正化計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

新温泉町参画と協働の推進指針 ○ H 19 H ○ H H

新温泉町組織・機構見直し方針 ○ H 23 H 25 ○ H H

第5次奈良市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

奈良市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

大和高田市財政健全化
プログラム

○ H 22 H 24 ○ H H

土地開発公社
経営健全化計画

○ H 20 H 24 ○ H H

ＩＴ推進中期計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

大和高田市立病院
改革プラン

○ H 21 H 24 ○ H H

29奈良県 大和郡山市 ○
集中改革プラン「リメイク大和郡山プロジェクト
ステージ2」

○ H 22 H 26 ○ H H

29奈良県 天理市 ○ ○ 天理市行政改革実施プログラム2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次橿原市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

行政改革実施計画書 ○ H 20 H 24 ○ H H

29奈良県 奈良市 ○

29奈良県 大和高田市 ○ ○

29奈良県 橿原市 ○ ○

28兵庫県 播磨町 ○ ○

28兵庫県 福崎町 ○ ○

28兵庫県 神河町 ○

28兵庫県 佐用町 ○ ○

28兵庫県 香美町 ○

28兵庫県 新温泉町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

桜井市第2次行財政改革プログラム ○ H 21 H 25 ○ H H

桜井市第2次行財政改革アクションプラン ○ H 21 H 25 ○ H H

五條市新行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

五條市集中改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

29奈良県 御所市 ○ 御所市財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

生駒市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

生駒市行政改革大綱
後期アクションプラン

○ H 22 H 23 ○ H H

29奈良県 香芝市 ○
第2次行政改革大綱（平成18年度～平成21年
度）総括報告に基づく今後の重点取組計画書

○ H 22 H 25 ○ H H

29奈良県 葛城市 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

第2次宇陀市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次宇陀市行政改革大綱　実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

29奈良県 山添村 ○ H H H H ○ 事務事業評価により進める

平群町行財政改革大綱
（財政健全化計画）

○ H 16 H 25 ○ H H

平群町新財政健全化計画 ○ H 19 H 25 ○ H H

土地開発公社の経営の経営の健全化に関する
計画

○ H 22 H 26 ○ H H

29奈良県 三郷町 ○ H H H H ○

本町では、H14～18にかけて「行政改革大綱実施
計画」、H17～H21にかけて「行財政改革推進計
画」を基に行政改革を行ってきた。今後は、新た
な計画策定の必要性を感じないが、これらの計画
を基に今後必要に応じて検討していく。

29奈良県 斑鳩町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

29奈良県 安堵町 ○ 安堵町財政健全化計画 ○ H 18 H ○ H H

29奈良県 川西町 ○ H H H H ○

今後も「川西町新行政改革大綱（改訂版）」「川西
町行財政改革実施計画書（集中改革プラン）（H17
～H21）」の理念をベースとし、行財政改革を進め
る。

29奈良県 三宅町 ○ H H H H ○
歳入を強化改革事項とし、第1次集中改革プラン
を継承する。

29奈良県 田原本町 ○ H H H H ○ H24年3月頃 ○

29奈良県 曽爾村 ○ 行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

29奈良県 御杖村 ○ H H H H ○

H9～H13年度の第1次改革、H17からH21年度の
第2次改革を行った。
その総括を踏まえて、予算編成をはじめとして行
財政の運営を行う。

過去の改革の総括を踏まえたうえで、更に必要と
判断される場合は、方針･計画等により明文化す
る。

29奈良県 桜井市 ○ ○

29奈良県 五條市 ○

29奈良県 生駒市 ○ ○

29奈良県 宇陀市 ○ ○

29奈良県 平群町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

中期的財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

29奈良県 明日香村 ○
明日香村行財政改革推進計画（第2次集中改革
プラン） ○ H 22 H 26 ○ H H

29奈良県 上牧町 ○ 財政健全化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

29奈良県 王寺町 ○ H H H H ○

平成18年に策定した「新・王寺町行財政改革大綱
実施計画」は平成23年4月1日（目標年次）で終了
した。今後は数値目標にとらわれず、引き続き経
常経費の削減等、維持・継続できる取組みを行っ
ていく。

今後の状況を踏まえ、必要が生じれば、その時点
で検討する。

29奈良県 広陵町 ○ 第3次行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

河合町行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

河合町定員適正化計画 ○ H 7 H ○ H H

財政運営基本方針 ○ H 23 H ○ H H

吉野町第2次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

吉野町第2次行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

豊かな人と財政のまちづくり～おおよど元気プラン～ ○ H 22 H 26 ○ H H

大淀町地域自治によるまちづくり方針 ○ H 21 H ○ H H

民間委託基本方針 ○ H 20 H ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

第2次下市町行財政改革プログラム実施計画 ○ H 21 H 24 ○ H H

下市町人材育成基本方針 ○ H 20 H ○ H H

29奈良県 黒滝村 ○ H H H H ○

平成17年度～平成21年度に実施した黒滝村行財
政改革推進プランの結果を踏まえ、効果のある項
目については引き続き実施することとし、それ以
外の項目については今後見直しを図っていく。

29奈良県 天川村 ○ H H H H ○
集中改革プランで定めた事項をもとに、計画期間
が過ぎた現在も事務事業の効果・経費等の見直
しをすすめていく。

29奈良県 野迫川村 ○ 定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

29奈良県 十津川村 ○ H H H H ○
集中改革プラン（平成18年）に準じて改革を進め
る

全体的な数値目標はほぼ達成されており、残され
た個別的な問題については具体的に対応すれば
良く、計画書を策定するようなレベルではないた
め

29奈良県 下北山村 ○ H H H H ○ 集中改革プランに準じて改革を進める

29奈良県 上北山村 ○ 上北山村行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

29奈良県 川上村 ○ H H H H ○
集中改革プランで実施計画してきた施策を基に、
毎年度重点施策を策定し、それを予算に反映さ
せている

29奈良県 東吉野村 ○ H H H H ○
東吉野村行財政大綱の方針を踏襲し、厳しい歳
出削減を施政方針、予算編成方針等で明記す
る。

現時点では、節減、節約を徹底しているから。

和歌山市行財政改革大綱 ○ H 17 H 25 ○ H H

和歌山市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

海南市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

海南市集中改革プラン ○ H 22 H 28 ○ H H

橋本市行政改革推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

橋本市第2次定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

橋本市中期財政計画 ○ H 22 H 31 ○ H H

30和歌山県 有田市 ○ 有田市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

30和歌山県 和歌山市 ○ ○

30和歌山県 海南市 ○

30和歌山県 橋本市 ○ ○

29奈良県 高取町 ○

29奈良県 河合町 ○ ○

29奈良県 吉野町 ○ ○

29奈良県 大淀町 ○ ○

29奈良県 下市町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

30和歌山県 御坊市 ○ 御坊市行財政改革大綱 ○ H 20 H 23 ○ H H

田辺市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

田辺市行政改革第2次実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

田辺市第2次定員適正化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

30和歌山県 新宮市 ○ 新宮市行政改革実施計画書 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次紀の川市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次紀の川市行財政改革集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

岩出市第2次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

岩出市第2次行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

紀美野町行政改革大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

紀美野町人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

技能労務職員等の給与等の見直しに向け
た取組方針

○ H 19 H ○ H H

紀美野町職員研修計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

紀美野町定員適正化計画　（第2次） ○ H 23 H 28 ○ H H

かつらぎ町行政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H

かつらぎ町行政改革実施計画書(H23版) ○ H 23 H 25 ○ H H

一般職員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

30和歌山県 九度山町 ○ H H H H ○
九度山町財政健全化計画（H17～Ｈ21）に準じ毎
年度予算・行政に関するＰＤＣＡサイクルの充実を
図る

30和歌山県 高野町 ○ H H H H ○

努力目標として、①新規採用者数が、退職者数を
超えないようにする。②常に業務の見直しを図る
とともに、民間委託の可能性を探る。③人事評価
制度の給与への反映に努める。

平成17年度から21年度の5ヶ年間において、人員
の削減、給与の適正化、人事評価の検討、各種
手当の削減、出張の検討、民間委託の導入など
の行財政改革を実施し、一定の成果を上げた。今
後、日常的に改革に努力する。

30和歌山県 湯浅町 ○ 湯浅町行財政健全化計画 ○ H 18 H 23 ○ H H

30和歌山県 広川町 ○ 広川町行政改革大綱 ○ H 11 H ○ H H

30和歌山県 有田川町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

30和歌山県 美浜町 ○ 美浜町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

30和歌山県 日高町 ○ 日高町財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

30和歌山県 由良町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

30和歌山県 印南町 ○ 新印南町行財政改革大綱 ○ H 23 H 31 ○ H H

みなべ町行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

みなべ町行政改革第1次実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

みなべ町財政健全化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

みなべ町定員管理計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

30和歌山県 日高川町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

白浜町財政健全化プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

白浜町定員適正化計画(第2次) ○ H 23 H 27 ○ H H

白浜町機構再編実施方針 ○ H 23 H ○ H H

30和歌山県 上富田町 ○ 上富田町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

30和歌山県 田辺市 ○ ○

30和歌山県 紀の川市 ○ ○

30和歌山県 岩出市 ○

30和歌山県 紀美野町 ○ ○

30和歌山県 かつらぎ町 ○ ○

30和歌山県 みなべ町 ○ ○

30和歌山県 白浜町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

30和歌山県 すさみ町 ○ H H H H ○ H25年3月 ○

那智勝浦町財政健全化計画 ○ H 17 H ○ H H

第3次那智勝浦町定員適正化計画 ○ H 17 H ○ H H

30和歌山県 太地町 ○ H H H H ○
行政改革の進め方について検討中であり、方向
性を定める段階まで至っていないため。

30和歌山県 古座川町 ○ H H H H ○ 今後の行政改革の進め方を現在検討中。

30和歌山県 北山村 ○ H H H H ○
小村である利点を生かし、小回りの利く行政改革
を、効率的に、すばやく対応できるように検討中で
ある。

串本町行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

串本町定員適正化計画（第２次） ○ H 22 H 26 ○ H H

串本町行財政改革実施計画書 ○ H 22 H 24 ○ H H

第5次鳥取市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

鳥取市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

鳥取市営住宅長寿命化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

米子市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

米子市行財政改革大綱実施計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

31鳥取県 倉吉市 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

31鳥取県 境港市 ○ 境港市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

岩美町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

岩美町行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

若桜町自立促進計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

若桜町自立促進計実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

31鳥取県 智頭町 ○ 第2次智頭町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

行財政改革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

31鳥取県 三朝町 ○ 三朝町の自立に向けた変革のための行動計画 ○ H 17 H ○ H H

湯梨浜町行政改革大綱 ○ H 17 H 27 ○ H H

湯梨浜町行政改革実施計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

31鳥取県 琴浦町 ○ 行財政改革年度別実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

北栄町行政改革プラン ○ H 18 H ○ H H

北栄町人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

31鳥取県 日吉津村 ○ 日吉津村行財政改革推進プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次大山町行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

大山町行財政改革
集中改革プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

第二次南部町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

南部町人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

南部町定員管理計画 ○ H 16 H 25 ○ H H

31鳥取県 鳥取市 ○ ○

31鳥取県 米子市 ○ ○

31鳥取県 岩美町 ○ ○

31鳥取県 若桜町 ○ ○

31鳥取県 八頭町 ○

31鳥取県 湯梨浜町 ○ ○

31鳥取県 北栄町 ○ ○

31鳥取県 大山町 ○ ○

31鳥取県 南部町 ○ ○

30和歌山県 那智勝浦町 ○

30和歌山県 串本町 ○ ○



76 / 103 

行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

31鳥取県 伯耆町 ○ H H H H ○
「伯耆町行政改革大綱2005」を策定し、5年計画で
行政改革を行った。今後は改革により改善された
事務を継続、個別改善等を行っていく。

「伯耆町行政改革大綱2005」にてある程度の改革
目標は達成できた。

日南町自立のための行財政改革基本方針 ○ H 16 H ○ H H

日南町行政改革推進項目の方向性と具体的取
組み方針

○ H 23 H ○ H H

31鳥取県 日野町 ○ 自立政策推進大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

31鳥取県 江府町 ○ 第4次江府町総合計画（後期分） ○ H 23 H 27 ○ H H

松江市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

松江市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

浜田市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

浜田市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

21世紀出雲市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

21世紀出雲市行財政改革第2期実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

益田市財政再建計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

益田市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次大田市行財政改革推進大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次大田市行財政改革推進大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

32島根県 安来市 ○ 第2次安来市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次江津市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次江津市行財政改革
大綱・実施計画

○ H 23 H 27 ○ H H

雲南市行財政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H
雲南市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H
雲南市行政関与のあり方に関する点検指針 ○ H 18 H ○ H H
公の施設改革推進方針 ○ H 17 H ○ H H
公の施設の見直し方針 ○ H 22 H ○ H H
公の施設にかかる使用料の設定基本方針 ○ H 18 H ○ H H
雲南市業務外部委託の推進に関する指針 ○ H 18 H ○ H H
雲南市補助金等の見直し指針 ○ H 18 H ○ H H
雲南市定員管理計画 ○ H 22 H 31 ○ H H

32島根県 奥出雲町 ○ H H H H ○
Ｈ21で終了した集中改革プランに基づき、幼児教
育の見直し及び事務事業の民営化に取り組む。

飯南町第2次行政改革推進大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

32島根県 川本町 ○ 第三次行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

31鳥取県 日南町 ○ ○

32島根県 松江市 ○ ○

32島根県 浜田市 ○

32島根県 出雲市 ○

32島根県 益田市 ○

32島根県 大田市 ○

32島根県 江津市 ○ ○

32島根県 雲南市 ○ ○

32島根県 飯南町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

行財政改革大綱／年度別実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

邑南町定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

邑南町職員育成基本計画 ○ H 17 H ○ H H

32島根県 津和野町 ○ H H H H ○ H24年2月 ○

第2次吉賀町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

吉賀町財政健全化指針 ○ H 22 H 26 ○ H H

吉賀町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

32島根県 海士町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

32島根県 西ノ島町 ○ 第2次西ノ島町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

32島根県 知夫村 ○ H H H H ○
職員が他の市町より少ないので必要な時に必要
な事項を取り組む。

職員が少ないのでなかなか方向性を決めても思
うようにはならないため。

32島根県 隠岐の島町 ○ 第2次隠岐の島町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

33岡山県 倉敷市 ○ 倉敷市行財政改革プラン2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

33岡山県 津山市 ○ 津山市行財政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

33岡山県 玉野市 ○ 玉野市行政改革（第六次）大綱 ○ H 23 H 28 ○ H H

笠岡市第6次行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

大綱に基づく実施計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

笠岡市財政運営適正化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

33岡山県 井原市 ○ 井原市第5次行政改革大綱・集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

33岡山県 総社市 ○ 第2次総社市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次高梁市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 25 ○ H H

33岡山県 新見市 ○ H H H H ○

行財政改革大綱及び行財政改革集中改革プラン
の趣旨を引き継ぎ、常に見直しを行いながら、事
務事業に取り組み行財政改革を推進していく。事
業の進行管理を行いながら、健全財政に努める。
業務の効率化は、限られた財源と職員を有効に
活用し、事務事業評価などにより適宜見直し、引
き続き行財政改革に柔軟に取り組んでいく。

第二次備前市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

財政運営適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

備前市定員適正化計画 ○ H 18 H 26 ○ H H

32島根県 美郷町 ○ ○

32島根県 邑南町 ○

32島根県 吉賀町 ○ ○

33岡山県 笠岡市 ○ ○

33岡山県 高梁市 ○ ○

33岡山県 備前市 ○ ○



78 / 103 

行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

33岡山県 瀬戸内市 ○ 瀬戸内市中期財政試算 ○ H 23 H 32 ○ H H

第二次赤磐市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第二次赤磐市行財政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

33岡山県 真庭市 ○ 第2次真庭市行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

33岡山県 美作市 ○ H H H H ○
平成17年度に策定した行財政改革大綱、行財政
集中改革プラン（H17～H21)の基本的な考え方に
基づき、現在も各事業の見直し等を進めている

浅口市財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

財政運営適正化計画 ○ H 23 H 28 ○ H H

33岡山県 和気町 ○ 第1次和気町総合振興計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

33岡山県 早島町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

里庄町行政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

里庄町行政改革実施計画（里庄町集中改革プ
ラン）

○ H 22 H 25 ○ H H

33岡山県 矢掛町 ○ H H H H ○
　事業のスクラップアンドビルドを十分に行い,予
算を重点的に配分する。
　引き続き,財政の健全化の推進を図る。

　現在のところ,財政的には安定しており,必要に応
じて改革をしていくため。

33岡山県 新庄村 ○ 新庄村人材育成基本方針 ○ H 21 H 25 ○ H H

鏡野町第二次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

鏡野町財政運営適正化計画 ○ H 19 H 28 ○ H H

鏡野町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

33岡山県 勝央町 ○ H H H H ○
行政改革推進委員会の答申を踏まえ、庁舎内検
討委員会にて行政改革の具体的方法を検討し、
実施する。

33岡山県 奈義町 ○ 奈義町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

西粟倉村財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

西粟倉村公債費適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

33岡山県 美咲町 ○ H H H H ○ H24年4月以降 ○ ○

33岡山県 久米南町 ○ H H H H ○
平成21年度まで行ってきた集中改革プランの流
れを踏襲して、各分野において改革を進めてい
く。

平成21年度まで行ってきた集中改革プランにおい
て、大まかな方向性が示されており、当面はその
方針で改革をすすめるため。

吉備中央町行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

吉備中央町行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

33岡山県 赤磐市 ○ ○

33岡山県 浅口市 ○

33岡山県 里庄町 ○

33岡山県 鏡野町 ○ ○

33岡山県 西粟倉村 ○

33岡山県 吉備中央町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

呉市行政改革大綱 ○ H 8 H ○ H H

呉市財政集中改革プログラム ○ H 20 H 24 ○ H H

34広島県 竹原市 ○ 竹原市行政経営改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

三原市行財政改善大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

三原市行財政改善実施計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

財政運営方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全
化計画

○ H 19 H 23 ○ H H

三原市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

三原市定員管理適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

尾道市第5次行財政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

尾道市定員適正化計画（第2次） ○ H 23 H 25 ○ H H

福山市行財政改革大綱（第4次） ○ H 23 H ○ H H

福山市行財政改革実施プラン
2011年度（平成23年度）

○ H 23 H 23 ○ H H

福山市中長期定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

府中市行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

府中市行財政改革集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

新府中市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

三次市定員管理計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

三次市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

34広島県 庄原市 ○ H H H H ○ H24年4月 ○

34広島県 大竹市 ○ 大竹市行財政改革の基本方針 ○ H 23 H ○ H H

新たな行政改革（第4次行革）大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

新たな行政改革（第4次行革）実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次東広島市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

廿日市市行政経営改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

廿日市市行政経営改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

廿日市市中期財政運営方針 ○ H 19 H 23 ○ H H

第2次安芸高田市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次安芸高田市行政改革推進実施計画書 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次安芸高田市職員定員適正化計画 ○ H 21 H 30 ○ H H

第2次江田島市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次江田島市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第1次江田島市定員適正化計画（後期） ○ H 22 H 26 ○ H H

34広島県 呉市 ○ ○

34広島県 三原市 ○ ○

34広島県 尾道市 ○ ○

34広島県 福山市 ○ ○

34広島県 府中市 ○ ○

34広島県 三次市 ○ ○

34広島県 東広島市 ○ ○

34広島県 廿日市市 ○ ○

34広島県 安芸高田市 ○ ○

34広島県 江田島市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第4次府中町行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

府中町行政改革プラン（前期） ○ H 22 H 24 ○ H H

海田町行政改革大綱実施計画【改訂版】 ○ H 20 H 24 ○ H H

第4次海田町総合計画　基本構想 ○ H 23 H 32 ○ H H

第4次海田町総合計画　前期基本計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

【改訂版】海田町財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

第4次熊野町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次熊野町行政改革大綱実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第3次熊野町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

34広島県 坂町 ○ 坂町第2次行政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

安芸太田町行財政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

第2次安芸太田町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

34広島県 北広島町 ○ 北広島町行政改革大綱（第2次） ○ H 22 H 26 ○ H H

34広島県 大崎上島町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

第2次世羅町行財政改革推進プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次世羅町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

34広島県 神石高原町 ○ 神石高原町定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

35山口県 下関市 ○ 下関市行政改革指針 ○ H 23 H 24 ○ H H

35山口県 宇部市 ○ 行財政改革加速化プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

山口市行政改革大綱<改訂版> ○ H 23 H 27 ○ H H

山口市民間化推進実行計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

山口市財政運営健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

山口市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

35山口県 萩市 ○ 第二次萩市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

防府市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

防府市第四次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

34広島県 府中町 ○

34広島県 海田町 ○ ○

34広島県 熊野町 ○ ○

34広島県 安芸太田町 ○ ○

34広島県 世羅町 ○ ○

35山口県 山口市 ○ ○

35山口県 防府市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

35山口県 下松市 ○ 第2次下松市行財政改革推進計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

岩国市行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

岩国市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

岩国市定員管理適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

岩国市財政健全化計画（見直版） ○ H 21 H 24 ○ H H

岩国市組織・機構見直し指針 ○ H 21 H ○ H H

第二次光市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第二次光市行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

光市財政健全化計画（改訂版） ○ H 21 H 23 ○ H H

35山口県 長門市 ○ 第2次長門市経営改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次柳井市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次柳井市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

35山口県 美祢市 ○
美祢市行政改革大綱
【集中改革プラン】

○ H 22 H 26 ○ H H

第2次周南市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

周南市健全財政推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

周南市第2次定員適正化計画 ○ H 21 H 26 ○ H H

行財政改革プラン ○ H 23 H 28 ○ H H

行政改革大綱＆アクションプラン ○ H 19 H 28 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

35山口県 周防大島町 ○ 第2次周防大島町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

35山口県 和木町 ○ H H H H ○
既に導入しているＩＳＯ9001を中心としたサービス
向上

ＩＳＯ9001に基づく品質目標の設定及び行動計画
等の策定による方向性の推進を行っているため。

35山口県 上関町 ○ H H H H ○
前回策定した行政改革大綱の内容に沿って取組
中であり、今後も継続していく。

前回の行政改革大綱の方向性に沿って推進して
いくため。

35山口県 田布施町 ○ 第6次田布施町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

35山口県 平生町 ○ 第五次平生町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第六次阿武町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第六次阿武町行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 徳島市 ○ 第2期徳島市行財政健全化計画2010 ○ H 22 H 25 ○ H H

36徳島県 鳴門市 ○ 鳴門市スーパー改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

35山口県 岩国市 ○ ○

35山口県 光市 ○ ○

35山口県 柳井市 ○

35山口県 周南市 ○ ○

35山口県 山陽小野田市 ○ ○

35山口県 阿武町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

36徳島県 小松島市 ○ 小松島市行政改革集中改革プラン（第二幕） ○ H 22 H 26 ○ H H

阿南市行財政改革推進大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

阿南市行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

36徳島県 吉野川市 ○ 第2次吉野川市行財政改革大綱及び実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次阿波市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次阿波市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 美馬市 ○ 第2次美馬市行財政システム改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2期三好市行財政改革大綱 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2期三好市集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次三好市定員管理適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

三好市人材育成基本方針 ○ H 20 H ○ H H

指定管理者制度導入基本方針 ○ H 19 H ○ H H

三好市団体補助金等基本方針 ○ H 19 H ○ H H

三好市就学前教育・保育基本方針 ○ H 22 H ○ H H

勝浦町行財政改革推進プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

勝浦町行財政改革推進プラン実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

勝浦町定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

36徳島県 上勝町 ○ H H H H ○
課長会で構成する庁議で、既存施設の内で遊休
公共施設の有効活用、廃止の検討等、行政改革
の取組について検討を行っていく

36徳島県 佐那河内村 ○ 佐那河内村第5次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 石井町 ○ H H H H ○ 事務事業仕分け

第4次かみやま行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

かみやま行財政集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 那賀町 ○ 那賀町行政改革プラン2010 ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 牟岐町 ○ H H H H ○
集中改革プランによって人員削減等の一定の効
果があったため。

36徳島県 美波町 ○ 美波町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

海陽町行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

海陽町行財政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

海陽町定員適正化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

36徳島県 松茂町 ○ 第2次松茂町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 阿南市 ○ ○

36徳島県 阿波市 ○

36徳島県 三好市 ○ ○

36徳島県 勝浦町 ○ ○

36徳島県 神山町 ○

36徳島県 海陽町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

36徳島県 北島町 ○ 第2次北島町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 藍住町 ○ 藍住町行財政改革基本計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

板野町行財政改革推進集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

板野町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 上板町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

36徳島県 つるぎ町 ○ 第2次つるぎ町集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

36徳島県 東みよし町 ○ 第2次東みよし町行財政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次高松市行財政改革計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第4次職員数の適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第二次丸亀市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第二次丸亀市行政改革推進計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

第4次坂出市行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

坂出市第2次定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

37香川県 善通寺市 ○ 第3次善通寺市行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

観音寺市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

観音寺市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

観音寺市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

さぬき市行政改革大綱 ○ H 20 H ○ H H

さぬき市行政改革実施計画 ○ H 20 H 23 ○ H H

さぬき市財政健全化策 ○ H 20 H 23 ○ H H

さぬき市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

東かがわ市行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

東かがわ市定員適正化計画 ○ H 14 H 24 ○ H H

三豊市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

三豊市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

三豊市行政改革大綱（中期財政計画） ○ H 18 H 27 ○ H H

37香川県 土庄町 ○ 土庄町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

37香川県 小豆島町 ○ H H H H ○
平成22年度で取組期間が終了した行財政改革大
綱によって人員削減等の一定の効果が得られた
ため。

37香川県 三木町 ○ 三木町新行財政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

H H 行政改革懇談会 S 60 H ○

H H まちづくりプロジェクト H 13 H ○

37香川県 宇多津町 ○ 第三次宇多津町行政改革大綱 ○ H 16 H 25 ○ H H

綾川町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

綾川町国民健康保険陶病院改革プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

36徳島県 板野町 ○ ○

37香川県 高松市 ○ ○

37香川県 丸亀市 ○

37香川県 坂出市 ○ ○

37香川県 観音寺市 ○ ○

37香川県 さぬき市 ○ ○

37香川県 東かがわ市 ○ ○

37香川県 三豊市 ○ ○

37香川県 直島町 ○

37香川県 綾川町 ○ ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

新・琴平町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

琴平町行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

多度津町行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

行政改革実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

37香川県 まんのう町 ○ まんのう町行政改革大綱 ○ H H ○ H H

38愛媛県 松山市 ○
松山市新行政改革大綱
第三次実施計画（補正版）

○ H 22 H 23 ○ H H

今治市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

今治市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

38愛媛県 宇和島市 ○ 第２次宇和島市行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次八幡浜市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次八幡浜市行政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

38愛媛県 新居浜市 ○ ○ 新居浜市行政改革大綱2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

38愛媛県 西条市 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

大洲市第2期行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

大洲市第2期集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

大洲市職員定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次伊予市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次伊予市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次伊予市定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

伊予市第三セクター等経営改革プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

四国中央市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

四国中央市行政品質向上プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

37香川県 琴平町 ○ ○

37香川県 多度津町 ○ ○

38愛媛県 今治市 ○

38愛媛県 八幡浜市 ○

38愛媛県 大洲市 ○ ○

38愛媛県 伊予市 ○ ○

38愛媛県 四国中央市 ○



85 / 103 

行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

38愛媛県 西予市 ○ 第2次西予市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次東温市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次東温市行政改革集中プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

38愛媛県 上島町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

38愛媛県 久万高原町 ○ 久万高原町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

38愛媛県 松前町 ○ 第7次松前町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

砥部町新行財政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H

砥部町行財政改革
第2次集中改革プラン

○ H 22 H 24 ○ H H

38愛媛県 内子町 ○ 内子町行政改革（第2期）計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次伊方町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次伊方町行政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

38愛媛県 松野町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

38愛媛県 鬼北町 ○ 第2次鬼北町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第２次愛南町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

愛南町財政健全化に向けた5か年計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

愛南町定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

愛南町人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

高知市行政改革大綱 ○ H 14 H ○ H H

新高知市財政再建推進プラン ○ H 21 H 25 ○ H H

高知市　新・定員適性化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

アウトソーシング推進計画 ○ H 20 H ○ H H

外郭団体見直し方針 ○ H 20 H ○ H H

39高知県 室戸市 ○ 新・室戸市行財政改革プラン ○ H 23 H 25 ○ H H

39高知県 安芸市 ○ 安芸市行財政健全化計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

38愛媛県 東温市 ○

38愛媛県 砥部町 ○ ○

38愛媛県 伊方町 ○

38愛媛県 愛南町 ○ ○

39高知県 高知市 ○ ○



86 / 103 

行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

南国市行政改革大綱 ○ H 22 H 28 ○ H H

中期財政収支ビジョン ○ H 22 H 24 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 土佐市 ○ 土佐市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

第7次須崎市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第7次須崎市行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

39高知県 宿毛市 ○ 宿毛市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

土佐清水市行政改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

土佐清水市行政改革集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 四万十市 ○ H H H H ○
H24年度中
（H25から取組)

○ ○

第2次香南市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

香南市第2次集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次香美市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次香美市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

39高知県 東洋町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

39高知県 奈半利町 ○ H H H H ○ H24年6月 ○

39高知県 田野町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

安田町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

安田町職員定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 北川村 ○ 北川村集中改革プラン（改訂版） ○ H 23 H 25 ○ H H

39高知県 馬路村 ○ 馬路村行政改革プラン ○ H 18 H ○ H H

芸西村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

芸西村行政改革集中プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

職員定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 本山町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

定員管理適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

財政運営管理計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

土佐町財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

土佐町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

39高知県 大川村 ○ 大川村中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

いの町第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

いの町行財政集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

39高知県 仁淀川町 ○ 定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

39高知県 中土佐町 ○ H H H H ○
「中土佐町行政改革大綱」に準じて、個別の未達
成分に対応する。

39高知県 佐川町 ○ 第4次佐川町総合計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

39高知県 南国市 ○ ○

39高知県 須崎市 ○ ○

39高知県 土佐清水市 ○

39高知県 香南市 ○

39高知県 香美市 ○

39高知県 安田町 ○ ○

39高知県 芸西村 ○ ○

39高知県 大豊町 ○

39高知県 土佐町 ○

39高知県 いの町 ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

39高知県 越知町 ○ H H H H ○

・今後も職員数、職員給与、町単独の補助金・扶
助費等に注意し、事務事業のムダを省き、健全財
政の維持に努めたい。
・公共施設の設置・管理について、指定管理者制
度を検討し、住民サービスを優先し効率的である
とともに、維持経費にも十分留意した運営をして
いきたい。

　越知町行政改革大綱（集中改革プラン）が平成
22年3月末に終了したばかりであり、今後の具体
的な目標設定等ができていないため。

39高知県 梼原町 ○ 梼原町行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

日高村行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

日高村行政改革大綱実施計画書 ○ H 17 H 26 ○ H H

39高知県 津野町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

39高知県 四万十町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○ ○

39高知県 大月町 ○ H H H H ○ 今後の状況に応じた対応をしていく

39高知県 三原村 ○ H H H H ○
取組期間が終了した行革計画を継続して取り組
んでいる。

39高知県 黒潮町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○ ○

行財政運営の今後の取組み ○ H 23 H ○ H H

大牟田市財政構造強化指針 ○ H 23 H ○ H H

職員配置適正化方針2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

40福岡県 久留米市 ○ 久留米市行政改革行動計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

直方市行政改革大綱 ○ H 17 H 24 ○ H H

直方市行政改革実施計画 ○ H 17 H 24 ○ H H

行財政改革実施計画第一次改訂版 ○ H 21 H 25 ○ H H

公共施設等のあり方に関する基本方針 ○ H 20 H 28 ○ H H

公共施設等のあり方に関する第一次実施計画 ○ H 20 H 28 ○ H H

公共施設等のあり方に関する第二次実施計画 ○ H 22 H 28 ○ H H

補助金等の見直しに関する指針 ○ H 21 H ○ H H

飯塚市民間委託等に関する指針 ○ H 23 H ○ H H

40福岡県 田川市 ○ 第4次行政改革大綱 ○ H 16 H 23 ○ H H

第2次柳川市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次柳川市行財政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第6次八女市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第6次八女市行政改革大綱に基づく実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次筑後市行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

第5次筑後市行政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

39高知県 日高村 ○ ○

40福岡県 大牟田市 ○ ○

40福岡県 直方市 ○

40福岡県 飯塚市 ○ ○

40福岡県 柳川市 ○ ○

40福岡県 八女市 ○ ○

40福岡県 筑後市 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

40福岡県 大川市 ○ 大川市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

40福岡県 行橋市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

40福岡県 豊前市 ○ 豊前市行財政改革推進ﾌﾟﾗﾝ ○ H 22 H 26 ○ H H

中間市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

中間市行財政集中改革プラン《改訂版》 ○ H 22 H 24 ○ H H

40福岡県 小郡市 ○ 小郡市行政改革行動計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

第四次筑紫野市総合計画基本計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

筑紫野市財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

筑紫野市人材育成基本方針 ○ H 23 H ○ H H

第5次春日市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

平成23年度以降の行政改革に係る目標設定に
ついて（起案決済）

○ H 23 H 25 ○ H H

40福岡県 大野城市 ○ 第5次大野城市総合計画 ○ H 21 H 30 ○ H H

宗像市行財政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

行政経営改革プラン ○ H 17 H 26 ○ H H

宗像市財政安定化プラン ○ H 19 H 32 ○ H H

宗像市職員人材育成ビジョン ○ H 21 H ○ H H

太宰府市行政経営改革方針　(第四次太宰府市
行政改革大綱）

○ H 17 H 23 ○ H H

太宰府市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

太宰府市指定管理者制度導入方針 ○ H 17 H ○ H H

太宰府市公共施設改革基本方針 ○ H 23 H ○ H H

40福岡県 古賀市 ○ H H H H ○ 行政評価により事務事業の見直しを行っている。
社会経済情勢や国の動向を見極め、必要に応じ
て適時行う。

福津市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

福津市行職員定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

福津市人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

40福岡県 うきは市 ○ 第1次うきは市行政改革大綱 ○ H 19 H 28 ○ H H

40福岡県 宮若市 ○
宮若市行財政改革実施計画「第二次集中改革
プラン」

○ H 23 H 27 ○ H H

40福岡県 中間市 ○ ○

40福岡県 筑紫野市 ○ ○

40福岡県 春日市 ○ ○

40福岡県 宗像市 ○ ○

40福岡県 太宰府市 ○ ○

40福岡県 福津市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

第2次嘉麻市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次嘉麻市行政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

40福岡県 朝倉市 ○ 第2期朝倉市行政経営改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

第1次みやま市行政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

みやま市行政改革集中改革プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

第1次糸島市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

糸島市行財政健全化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

那珂川町行政改革プラン2010 ○ H 22 H 24 ○ H H

那珂川町行政改革プラン2010　アクション・プロ
グラム

○ H 22 H 24 ○ H H

宇美町第5次総合計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

職員人材育成基本方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

40福岡県 篠栗町 ○ H H H H ○

平成17年度から平成21年度にかけて、篠栗町新
行政改革大綱（実施計画）に沿って取り組み、そ
の後も一部事業について継続検討を実施してい
る。

今後の計画については、国・県等の地方分権の
状況等も見ながら進めていく予定

40福岡県 志免町 ○ 緊急財政健全化計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

40福岡県 須恵町 ○ 定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

40福岡県 新宮町 ○ 第2次新宮町行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

40福岡県 久山町 ○ 久山町行政改革大綱 ○ H 17 H 23 ○ H H

40福岡県 粕屋町 ○ 電子自治体構築推進事業方針 ○ H 20 H ○ H H

第3次芦屋町行政改革大綱（第2ステージ） ○ H 22 H 26 ○ H H

芦屋町集中改革プラン（第2ステージ） ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次水巻町行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第2次水巻町行財政改革行動計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

40福岡県 岡垣町 ○
岡垣町　事務事業見直し・行政組織改編実行計
画

○ H 22 H 26 ○ H H

40福岡県 嘉麻市 ○ ○

40福岡県 みやま市 ○ ○

40福岡県 糸島市 ○ ○

40福岡県 那珂川町 ○ ○

40福岡県 宇美町 ○ ○

40福岡県 芦屋町 ○

40福岡県 水巻町 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

40福岡県 遠賀町 ○ 第2期遠賀町自立推進計画行動計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

40福岡県 小竹町 ○ 第5次小竹町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

40福岡県 鞍手町 ○ 第5次鞍手町行財政改革 ○ H 23 H 27 ○ H H

40福岡県 桂川町 ○ H H H H ○

第4次行政改革大綱による集中改革プラン期の
行政改革を終え、一定の成果を収めたと考えてい
る。現在はそれらの成果を継続しており、機構改
革などにより行政のスリム化を図っている。今後
についても事務事業の見直し等により効率的な
行政運営を図ることで、今後の地域主権に対応し
た健全な行財政運営を図りたい。

40福岡県 筑前町 ○ H H H H ○

行政評価制度を運用しながら、事務事業の見直
しを進めていく。
行革に関する直近の計画期間が平成21年度に終
了し、以降は通常業務の中で改善・改革を行い、
行政評価制度導入について検討してきた。
平成23年度から試行段階ではあるが、行政評価
制度を導入して運用している状況である。

取組期間が終了した行革大綱の取組を継続さ
せ、行政評価制度などの個別具体的な業務実施
を通して、課題解決を図るように変更したため。

40福岡県 東峰村 ○ H H H H ○

昨年度まで行っていた集中改革プランを参考にし
今後も継続した取り組みを行っている。その一方
で、住民協働に関しても、現在新しい形を模索中
であり、協議会組織の準備委員会も設立予定。

H19～22年は包括的なところから計画を作成し執
り行っていたが、23年度以降はプランを継続しな
がら、各担当課による対応を行っている。

40福岡県 大刀洗町 ○ H H H H ○
大刀洗町行政改革大綱による推進期間Ｈ18～22
年度の取組により、一定の効果があった

40福岡県 大木町 ○ 財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

40福岡県 広川町 ○ 新広川町行財政改革大綱 ○ H 17 H 23 ○ H H

40福岡県 香春町 ○ H H H H ○
取組期間が終了した香春町行政改革大綱の内容
を継続し、毎年行政改革推進委員会に状況報告
を行い、進捗管理しながら進めている。

40福岡県 添田町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

40福岡県 糸田町 ○ H H H H ○ 平成24年度より行政改革について検討していく。

40福岡県 川崎町 ○ 川崎町新財政健全化計画 ○ H 18 H ○ H H

40福岡県 大任町 ○ H H H H ○

平成18年度に3カ年計画で大任町集中改革プラン
を策定し行政改革に取り組んできた。その後につ
いては、少ない職員で大きな事業等を進めていく
には、方針・計画等の作成も必要であるが、この
方針・計画等に縛られずに弾力性や適応性のあ
る取り組みが行えるように、その都度チームの編
成を行い検討し町長の方針により進めている。

40福岡県 赤村 ○ 赤村行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

40福岡県 福智町 ○ 福智町行政改革実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

40福岡県 苅田町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

40福岡県 みやこ町 ○ みやこ町行財政集中改革プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

吉富町行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

第5次吉富町行政改革実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次吉富町財政計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

40福岡県 上毛町 ○ 上毛町行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

40福岡県 築上町 ○ 築上町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

41佐賀県 佐賀市 ○ 佐賀市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

唐津市行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

唐津市行政改革実施計画書〔後期計画〕 ○ H 22 H 26 ○ H H

唐津市財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

唐津市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

41佐賀県 鳥栖市 ○ H H 行政改革推進本部 H 22 H ○

41佐賀県 多久市 ○ 第8次多久市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

41佐賀県 伊万里市 ○ 伊万里市第5次行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

41佐賀県 武雄市 ○ H H H H ○ H23年12月 ○

41佐賀県 鹿島市 ○ 第二次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次小城市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次小城市改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

41佐賀県 嬉野市 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

神埼市行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

行財政改革プラン ○ H 19 H 23 ○ H H

41佐賀県 吉野ヶ里町 ○
第2次吉野ヶ里町行政改革
集中改革プラン

○ H 23 H 27 ○ H H

41佐賀県 基山町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

41佐賀県 上峰町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○

40福岡県 吉富町 ○ ○

41佐賀県 唐津市 ○ ○

41佐賀県 小城市 ○

41佐賀県 神埼市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

みやき町行政改革大綱 ○ H 18 H 26 ○ H H

みやき町集中改革アクションプログラム ○ H 20 H 26 ○ H H

41佐賀県 玄海町 ○ H H H H ○
これまでに実施してきた改革プランの検証をす
る。

検証が済んでいないため。

41佐賀県 有田町 ○ 有田町財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

41佐賀県 大町町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

江北町行政改革プラン2004 ○ H 17 H 26 ○ H H

新江北町定員適正化計画 ○ H 17 H 24 ○ H H

第1次改訂白石町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

白石町行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

定員管理適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 17 H 27 ○ H H

41佐賀県 太良町 ○ 太良町行財政改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

長崎市行財政改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

行財政改革プラン実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

42長崎県 佐世保市 ○ 佐世保市行財政改革アクションプラン ○ H 19 H 23 ○ H H

42長崎県 島原市 ○ 島原市第四次行政改革大綱実施計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

諫早市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

諫早市職員定員適正化計画 ○ H 17 H 29 ○ H H

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全
化計画（普通会計）

○ H 19 H 26 ○ H H

第五次大村市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第五次大村市行政改革実施計画書 ○ H 23 H 27 ○ H H

42長崎県 平戸市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

42長崎県 松浦市 ○ 行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次対馬市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次対馬市行財政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次対馬市中期財政計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

外郭団体改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

41佐賀県 みやき町 ○ ○

41佐賀県 江北町 ○

41佐賀県 白石町 ○

42長崎県 長崎市 ○ ○

42長崎県 諫早市 ○ ○

42長崎県 大村市 ○ ○

42長崎県 対馬市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

壱岐市行財政改革大綱 ○ H 18 H 23 ○ H H

第2次改訂版壱岐市行財政改革実施計画（集中
改革プラン）

○ H 21 H 23 ○ H H

壱岐市無駄遣いストップ基本計画・実施計画 ○ H 20 H 23 ○ H H

壱岐市人材育成計画 ○ H 16 H ○ H H

壱岐市行財政改革第2次定員適正化計画 ○ H 17 H 23 ○ H H

42長崎県 五島市 ○ 第2次五島市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

西海市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

西海市行財政集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

42長崎県 雲仙市 ○ 第2次雲仙市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次南島原市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次南島原市集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

南島原市財政健全化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

南島原市定員適正化計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

42長崎県 長与町 ○ 第4次行政改革大綱 ○ H 23 H ○ H H

42長崎県 時津町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

42長崎県 東彼杵町 ○ 東彼杵町行政改革大綱（第5次） ○ H 22 H 26 ○ H H

42長崎県 川棚町 ○ 川棚町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次波佐見町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第5次波佐見町行政改革大綱実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

42長崎県 小値賀町 ○ H H H H ○ H25年度中 ○

42長崎県 佐々町 ○ H H H H ○
総人件費を増やさないよう事務事業の業務改善
を検討する。
公共施設で可能なものは民営化を検討する。

これまでの計画の結果、効果をしっかりと検証し
た上で、決定したい。

新上五島町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

新上五島町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

新上五島町財政運営適正化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

43熊本県 熊本市 ○ ○ 行財政改革計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

第二次八代市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

職員数の削減の取組方針 ○ H 17 H 27 ○ H H

人吉市第4次行政改革大綱「戦略」「戦術計画
書」

○ H 21 H 23 ○ H H

アクションプラン「人吉市行政経営戦術計画書」 ○ H 21 H 23 ○ H H

人吉市人材育成基本方針 ○ H 17 H ○ H H

43熊本県 人吉市 ○ ○

42長崎県 壱岐市 ○ ○

42長崎県 西海市 ○ ○

42長崎県 南島原市 ○ ○

42長崎県 波佐見町 ○ ○

42長崎県 新上五島町 ○ ○

43熊本県 八代市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

43熊本県 荒尾市 ○ 第四次荒尾市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次水俣市行財政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

第5次水俣市総合計画（第1期基本計画） ○ H 22 H 25 ○ H H

水俣市人材育成基本方針 ○ H 22 H 25 ○ H H

公的資金補償金免除繰上償還に係る財政健全
化計画

○ H 22 H 26 ○ H H

玉名市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

玉名市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

玉名市職員研修基本計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

第2次玉名市職員定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

玉名市情報化推進計画 ○ H 19 H 24 ○ H H

玉名市未利用市有財産利活用基本方針 ○ H 23 H ○ H H

玉名市アウトソーシング計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次天草市行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次天草市行財政改革アクションプラン ○ H 23 H 26 ○ H H

第２次山鹿市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第２次山鹿市財政構造改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

行政改革実施計画書 ○ H 23 H 27 ○ H H

山鹿市財政健全化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

第２次山鹿市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

43熊本県 菊池市 ○ 菊池市第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第7次宇土市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第4次宇土市定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

公共施設管理運営計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次上天草市行政改革実施計画 ○ H 23 H 25 ○ H H

上天草市財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

上天草市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

第2次宇城市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次宇城市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 阿蘇市 ○ 阿蘇市第2次定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2期合志市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2期合志市集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

美里町行財政改革大綱
○ H 19 H 23 ○ H H

美里町行財政改革実施プログラム ○ H 19 H 23 ○ H H

43熊本県 水俣市 ○ ○

43熊本県 玉名市 ○ ○

43熊本県 天草市 ○

43熊本県 山鹿市 ○ ○

43熊本県 宇土市 ○ ○

43熊本県 上天草市 ○ ○

43熊本県 宇城市 ○ ○

43熊本県 合志市 ○

43熊本県 美里町 ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

43熊本県 玉東町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

43熊本県 和水町 ○ 和水町行政改革大綱 ○ H 19 H ○ H H

43熊本県 南関町 ○ 第四次南関町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

長洲町緊急行財政行動計画 ○ H 20 H 26 ○ H H

長洲町定員適正化計画 ○ H 18 H 25 ○ H H

大津町行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

大津町後期改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

大津町定数管理基本計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 21 H ○ H H

大津町補助金基準に関する要綱 ○ H 20 H ○ H H

43熊本県 菊陽町 ○ 第三次菊陽町行財政改革大綱 ○ H 17 H 27 ○ H H

43熊本県 南小国町 ○ 南小国町行財政改革実施計画（後期） ○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 小国町 ○ 小国町財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 産山村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

43熊本県 高森町 ○ H H H H ○
これまでに実施してきた改革プランの検証をす
る。

検証が済んでいないため

南阿蘇村定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

南阿蘇村中期財政計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

南阿蘇村財政健全化計画 ○ H 20 H 24 ○ H H

43熊本県 西原村 ○ H H H H ○

・行財政改革集中改革プラン、定員適正化計画等
従来の計画に即しながら、社会経済環境を考慮
し、今後も簡素で効率的な行財政運営と住民へ
のサービスの安定に努めていく。

・今後の財政状況見通しも困難であり、地方主権
改革に伴う事務権限移譲や独自施策推進等のた
め業務増加が予想され、又社会情勢の変化や行
政需要の増加に柔軟に対応する体制整備等も必
要があり、現時点での計画・方針決定が困難。

第2期御船町行財政改革
プログラム

○ H 22 H 26 ○ H H

第2期御船町行財政改革
実施プログラム（57項目）

○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 嘉島町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

43熊本県 益城町 ○ 益城町行政改革大綱 ○ H 21 H 25 ○ H H

甲佐町行財政改革大綱 ○ H 17 H 23 ○ H H

甲佐町行財政改革実施プログラム ○ H 17 H 23 ○ H H

甲佐町人材育成基本方針 ○ H 22 H ○ H H

43熊本県 山都町 ○ H H H H ○
総合計画や庁舎建設等合併後の状況変化に合
わせ随時進めていく。

方向性を決定するまでの状況変化が無く、庁舎建
設完成時期がはっきりしない為、数値設定ができ
ない。

43熊本県 氷川町 ○ 氷川町行政改革大綱及び実施プラン ○ H 18 H 27 ○ H H

43熊本県 芦北町 ○ 第2期芦北町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 津奈木町 ○ 第4次行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 長洲町 ○

43熊本県 大津町 ○ ○

43熊本県 南阿蘇村 ○

43熊本県 御船町 ○ ○

43熊本県 甲佐町 ○ ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

43熊本県 錦町 ○ 錦町行財政改革大綱 ○ H 20 H 24 ○ H H

43熊本県 あさぎり町 ○ あさぎり町行財政改革方針第2次 ○ H 23 H 27 ○ H H

43熊本県 多良木町 ○ H H H H ○
多良木町第3次行政改革大綱(H18～H22年度）で
達成されていない項目について、引き続き実施す
る。

平成24年度において、行政改革について審議す
る組織を再編する予定

43熊本県 湯前町 ○ 第3期行財政改革計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

43熊本県 水上村 ○ 水上村行政改革大綱 ○ H 10 H ○ H H

43熊本県 相良村 ○ 相良村行政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

43熊本県 五木村 ○ H H H H ○ 過去の行革取組みを継続、発展する意識を持つ
川辺川ダム事業により疲弊した村内産業の再建
が優先されるため。

43熊本県 山江村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

43熊本県 球磨村 ○ 球磨村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

43熊本県 苓北町 ○ 職員定員管理計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

大分市行政改革推進プラン ○ H 20 H 24 ○ H H

中長期的な業務執行方式の見直し計画 ○ H 18 H 25 ○ H H

44大分県 別府市 ○ 第3次別府市行政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

中津市行財政改革5ヵ年計画「構想編」 ○ H 19 H 23 ○ H H

中津市行財政改革5ヵ年計画「推進計画編」 ○ H 19 H 23 ○ H H

44大分県 日田市 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

44大分県 佐伯市 ○ ○ 第2期佐伯市行財政改革推進プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

臼杵市行財政活性化大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

第2次臼杵市行財政
活性化実行プラン

○ H 22 H 26 ○ H H

44大分県 大分市 ○ ○

44大分県 中津市 ○ ○

44大分県 臼杵市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

44大分県 津久見市 ○ 第二次津久見市緊急行財政課改革実行計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

竹田市行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

竹田市定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

中期的な財政収支の試算 ○ H 23 H 27 ○ H H

竹田市公の施設の将来計画 ○ H 22 H ○ H H

44大分県 豊後高田市 ○ 第二次豊後高田市行政改革大綱及び実施計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

第2次行政改革大綱 ○ H 22 H 28 ○ H H

行政改革アクションプラン ○ H 22 H 24 ○ H H

44大分県 宇佐市 ○ 宇佐市行財政改革ビジョン ○ H 22 H 24 ○ H H

豊後大野市行政改革大綱 ○ H 17 H 31 ○ H H

第2期豊後大野市行政改革集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次由布市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次由布市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

44大分県 国東市 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

44大分県 姫島村 ○ H H H H ○
平成17年度に策定した行政改革プランは、終了し
たが基本方針は継続して取り組む。

44大分県 日出町 ○ 第2次日出町行財政改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

44大分県 九重町 ○ 九重町自律推進計画 ○ H 18 H 27 ○ H H

44大分県 玖珠町 ○ 玖珠町行財政改革の指針 ○ H 23 H 27 ○ H H

新宮崎市行財政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第五次宮崎市定員適正化計画 ○ H 22 H 24 ○ H H

宮崎市中期財政計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

45宮崎県 宮崎市 ○ ○

44大分県 竹田市 ○ ○

44大分県 杵築市 ○

44大分県 豊後大野市 ○

44大分県 由布市 ○



98 / 103 
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

45宮崎県 都城市 ○ 第2次行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

45宮崎県 延岡市 ○ 第6次延岡市行財政改革大綱財政健全化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第一次日南市行財政改革大綱 市政創造計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

日南市定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

45宮崎県 小林市 ○
小林市行政改革大綱
－集中改革プラン－

○ H 19 H 23 ○ H H

45宮崎県 日向市 ○ 新しい日向市行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

45宮崎県 串間市 ○
串間市自立推進行政改革プラン（及び実施計
画）

○ H 19 H 24 ○ H H

45宮崎県 西都市 ○ 第5次行財政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

45宮崎県 えびの市 ○ 第5次えびの市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

45宮崎県 三股町 ○ 第五次三股町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

45宮崎県 高原町 ○ 高原町定員管理計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

45宮崎県 国富町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

45宮崎県 綾町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

45宮崎県 高鍋町 ○ 第5次高鍋町行財政改革大綱【改訂版】 ○ H 23 H 25 ○ H H

45宮崎県 新富町 ○ 新たな新富町行政改革大綱 ○ H 17 H 25 ○ H H

45宮崎県 西米良村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

45宮崎県 木城町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

45宮崎県 川南町 ○ 川南町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

45宮崎県 都農町 ○ 第5次都農町行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

45宮崎県 日南市 ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

45宮崎県 門川町 ○ 門川町行財政改革構想 ○ H 21 H 25 ○ H H

諸塚村行財政改革大綱2011 ○ H 23 H 27 ○ H H

諸塚村行財政改革大綱2011実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

45宮崎県 椎葉村 ○ 椎葉村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

45宮崎県 美郷町 ○ 第2次美郷町行政改革大綱 ○ H 23 H 25 ○ H H

45宮崎県 高千穂町 ○ 高千穂町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

45宮崎県 日之影町 ○ 第4次日之影町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

45宮崎県 五ヶ瀬町 ○ 第5次五ヶ瀬町総合計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

鹿児島市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

鹿児島市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市行政経営改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市職員定員適正化計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市組織機構見直し方針 ○ H 23 H 26 ○ H H

第2次鹿屋市財政改革プログラム ○ H 22 H 26 ○ H H

第4次枕崎市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

第2次枕崎市行財政集中改革プラン ○ H 22 H 25 ○ H H

枕崎市定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

46鹿児島県 阿久根市 ○ H H H H ○ H24年3月 ○ ○

出水市公の施設見直し基本方針 ○ H 18 H ○ H H

出水市公の施設見直し実行計画 ○ H 19 H ○ H H

出水市人材育成基本方針 ○ H 18 H ○ H H

指宿市行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

第二次指宿市集中改革プラン ○ H 22 H 24 ○ H H

指宿市組織機構再編計画 ○ H 23 H 26 ○ H H

指宿市補助金等見直し方針 ○ H 19 H ○ H H

指宿市人材育成基本方針 ○ H 20 H 24 ○ H H

使用料・手数料等の見直しに関する基本方針 ○ H 22 H ○ H H

新行財政改革大綱（H22年度～平成25年度） ○ H 22 H 25 ○ H H

同行動計画 ○ H 22 H 25 ○ H H

第7次西之表市定員適正化計画 ○ H 22 H 27 ○ H H

第5次垂水市行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

垂水市定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

市政改革大綱（第2次） ○ H 22 H 26 ○ H H

定員適正化方針（第2次） ○ H 22 H 26 ○ H H

公有財産利活用基本方針 ○ H 22 H 26 ○ H H

中長期財政運営指針 ○ H 16 H 26 ○ H H

職員人材育成基本方針（改定版） ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次日置市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

公的資金借上償還財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

日置市職員定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

曽於市行政改革大綱 ○ H 18 H ○ H H

曽於市定員適正化計画 ○ H 18 H 26 ○ H H

曽於市組織機構再編計画 ○ H 21 H 23 ○ H H

45宮崎県 諸塚村 ○ ○

46鹿児島県 鹿児島市 ○

46鹿児島県 鹿屋市 ○ ○

46鹿児島県 枕崎市 ○ ○

46鹿児島県 出水市 ○

46鹿児島県 指宿市 ○ ○

46鹿児島県 西之表市 ○ ○

46鹿児島県 垂水市 ○ ○

46鹿児島県 薩摩川内市 ○ ○

46鹿児島県 日置市 ○ ○

46鹿児島県 曽於市 ○ ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

霧島市行政改革大綱（第2次） ○ H 23 H 27 ○ H H

霧島市集中改革プラン（第2次） ○ H 23 H 27 ○ H H
霧島市経営健全化計画（第2次） ○ H 23 H 27 ○ H H
霧島市定員適正化計画（第2次） ○ H 23 H 27 ○ H H
霧島市組織機構再編計画（第2次） ○ H 23 H 27 ○ H H

第二次いちき串木野市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第二次いちき串木野市行政改革大綱推進計画
（集中改革プラン）

○ H 23 H 27 ○ H H

いちき串木野市第2次定員適正化計画（平成23
年度～平成27年度）

○ H 23 H 27 ○ H H

いちき串木野市組織機構見直し方針 ○ H 23 H 27 ○ H H

財政改善計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

公の施設に関する管理方針（平成23年3月改
訂）

○ H 23 H ○ H H

南さつま市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

南さつま市行政改革実施計画 後期集中改革プ
ラン

○ H 23 H 27 ○ H H

南さつま市財政健全化計画（後期） ○ H 23 H 27 ○ H H

南さつま市職員定員適正化計画 ○ H 17 H 27 ○ H H

第2次奄美市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次奄美市行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

奄美市定員適正化計画 ○ H 23 H 32 ○ H H

志布志市行政改革大綱 ○ H 18 H 27 ○ H H

第2次志布志市集中改革プラン ○ H 23 H 27 ○ H H

第2次志布志市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

南九州市行政改革大綱 ○ H 20 H 29 ○ H H

南九州市定員適正化計画 ○ H 20 H 29 ○ H H

伊佐市行政改革大綱 ○ H 22 H 31 ○ H H
伊佐市集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H
伊佐市定員適正化計画 ○ H 21 H 26 ○ H H
姶良市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市行政改革大綱実施計画【行動計画】 ○ H 23 H 27 ○ H H
第1次姶良市定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市人材育成基本方針 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市補助金等に関する基本方針 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市指定管理者制度に関する指針 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市公共施設見直し指針 ○ H 23 H 27 ○ H H
姶良市アウトソーシング推進に関する基本指針 ○ H 23 H 27 ○ H H

三島村集中改革プラン ○ H 18 H 23 ○ H H

三島村定員適正化計画 ○ H 19 H 26 ○ H H

三島村行政改革大綱 ○ H 7 H ○ H H

46鹿児島県 十島村 ○ 第4次十島村行政改革大綱 ○ H 20 H 25 ○ H H

第2次さつま町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

第2次さつま町行財政改革推進計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

個別実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

さつま町定員管理計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

46鹿児島県 長島町 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

46鹿児島県 湧水町 ○ 第二次湧水町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

46鹿児島県 大崎町 ○ 大崎町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

東串良町第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

新東串良町行政改革大綱 ○ H 7 H ○ H H

46鹿児島県 錦江町 ○ H H H H ○
前回策定した行政改革大綱（Ｈ17～Ｈ21）の方向
性の見直しを含め検討していく

46鹿児島県 南大隅町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

46鹿児島県 肝付町 ○ 肝付町定員適正化計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

46鹿児島県 中種子町 ○ 中種子町定員適正化計画（第2次） ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次南種子町行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第5次南種子町行財政改革大綱推進計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

46鹿児島県 屋久島町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

46鹿児島県 霧島市 ○ ○

46鹿児島県 いちき串木野市 ○ ○

46鹿児島県 南さつま市 ○ ○

46鹿児島県 奄美市 ○ ○

46鹿児島県 志布志市 ○ ○

46鹿児島県 南九州市 ○ ○

46鹿児島県 伊佐市 ○ ○

46鹿児島県 姶良市 ○ ○

46鹿児島県 三島村 ○ ○

46鹿児島県 さつま町 ○ ○

46鹿児島県 東串良町 ○

46鹿児島県 南種子町 ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

46鹿児島県 大和村 ○ 大和村財政健全化計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

46鹿児島県 宇検村 ○ 宇検村行政改革大綱 ○ H 17 H 24 ○ H H

瀬戸内町新集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

瀬戸内町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

龍郷町行政改革大綱 ○ H 17 H 26 ○ H H

定員適正化計画 ○ H 17 H 26 ○ H H

46鹿児島県 喜界町 ○ 喜界町行財政改革大綱 ○ H 16 H ○ H H

46鹿児島県 徳之島町 ○ 徳之島町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

46鹿児島県 天城町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

46鹿児島県 伊仙町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

第6次和泊町行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

和泊町第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

和泊町定員適正化計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

46鹿児島県 知名町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

46鹿児島県 与論町 ○ 第3次与論町行政改革大綱 ○ H 17 H 27 ○ H H

那覇市経営改革大綱 ○ H 22 H ○ H H

第3次那覇市経営改革アクションプラン ○ H 22 H 25 ○ H H

第2次那覇市定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

外部委託の推進指針 ○ H 17 H ○ H H

指定管理者制度に関する運用指針 ○ H 22 H ○ H H

第五次宜野湾市行財政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

第五次宜野湾市行財政改革実施計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

47沖縄県 石垣市 ○ 第4次石垣市行政改革大綱 ○ H 22 H 27 ○ H H

行財政集中改革プラン（継続取組分） ○ H 22 H 24 ○ H H

人材育成基本方針 ○ H 19 H ○ H H

指定管理者制度導入の指針 ○ H 17 H ○ H H

47沖縄県 名護市 ○ H H H H ○
他市の状況や市民のニーズに対応できる組織体
制の確立を目指し、適宜進めていく

第3次名護市行政改革大綱において一定の方向
性を示しているため

第6次糸満市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

糸満市定員適正化計画 ○ H 14 H 23 ○ H H

糸満市財政健全化計画
（普通会計・特別会計）

○ H 18 H 23 ○ H H

第4次沖縄市行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

沖縄市アウトソーシング推進に関する指針 ○ H 16 H ○ H H

沖縄市公の施設の指定管理者制度に係る基本
方針

○ H 20 H ○ H H

47沖縄県 豊見城市 ○
第3次豊見城市行政改革
しせい改革アクションプラン後期計画（集中改革
プラン）

○ H 19 H 23 ○ H H

47沖縄県 うるま市 ○ 第2次うるま市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

46鹿児島県 瀬戸内町 ○ ○

46鹿児島県 龍郷町 ○ ○

46鹿児島県 和泊町 ○ ○

47沖縄県 那覇市 ○ ○

47沖縄県 宜野湾市 ○ ○

47沖縄県 糸満市 ○ ○

47沖縄県 沖縄市 ○ ○

47沖縄県 浦添市 ○ ○
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行政改革取組状況調査結果（市区町村分）

問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

宮古島市第2次集中改革プラン ○ H 22 H 26 ○ H H

宮古島市定員適正化計画 ○ H 22 H 32 ○ H H

第2次南城市行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

南城市定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

47沖縄県 国頭村 ○ 第4次国頭村行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

47沖縄県 大宜味村 ○ 第4次大宜味村行政改革大綱 ○ H 23 H 26 ○ H H

47沖縄県 東村 ○ 第4次東村総合計画　後期基本計画 ○ H 23 H 27 ○ H H

47沖縄県 今帰仁村 ○ 今帰仁村行財政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

47沖縄県 本部町 ○ H H H H ○
権限移譲や国の政策的事業等、社会情勢の動向
を見ながら、歳出抑制に努め、職員の質的向上
のうえ行政のスリム化に努めたい。

47沖縄県 恩納村 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

47沖縄県 宜野座村 ○ 宜野座村行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

47沖縄県 金武町 ○ H H H H ○ H23年度中 ○

47沖縄県 伊江村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○ ○

47沖縄県 読谷村 ○ 第二次行政改革実施計画 ○ H 21 H 25 ○ H H

第3次嘉手納町行政改革大綱 ○ H 19 H 23 ○ H H

第3次嘉手納町行政改革大綱実施計画 ○ H 19 H 23 ○ H H

47沖縄県 北谷町 ○ 北谷町行政改革大綱 ○ H 11 H ○ H H

47沖縄県 北中城村 ○ H H H H ○ H24年3月 ○

47沖縄県 中城村 ○ 中城村行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

47沖縄県 西原町 ○ 第4次西原町行政改革大綱 ○ H 22 H 24 ○ H H

第5次与那原町行政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

与那原町行政改革実施計画 ○ H 22 H 26 ○ H H

南風原町行政改革大綱 ○ H 15 H ○ H H

南風原町財政健全化計画 ○ H 17 H 23 ○ H H

南風原町定員適正化計画 ○ H 17 H 25 ○ H H

47沖縄県 渡嘉敷村 ○ H H H H ○

平成15年度から19年度の5ヶ年計画で行政改革
大綱を作成。17年に見直しを行ったが、その後の
行政需要の変化や、職員の定年者の増大等が見
込まれるため、人件費の削減等の改革を進めて
いく。

具体的な方針が決定できてないため。

財政健全化計画 ○ H 21 H 24 ○ H H

経営健全化計画 ○ H 21 H 24 ○ H H

47沖縄県 粟国村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

47沖縄県 渡名喜村 ○ H H H H ○ 各担当課が自覚を持ち、行財政改革に努める。 今後検討していきたい。

47沖縄県 宮古島市 ○ ○

47沖縄県 南城市 ○ ○

47沖縄県 嘉手納町 ○ ○

47沖縄県 与那原町 ○

47沖縄県 南風原町 ○ ○

47沖縄県 座間味村 ○
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問５ 問９ 問11 問12

今後の行政改革の進め方 方向性を決定しない理由

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3年度

「その他」の始
期

「その他」の終
期

問10

問８で「１　予定あり」と回答した団体のみ対象 問８で「２　予定なし」と回答した団体のみ対象

年度 年度 年度

問１で「１　包括的な計画・方針等」、「２　個別的な計画・方針等」と回答した団体のみ対象

問２

都道府県名 市区町村名
「その他」の具体的内容

行政改革の進め方

１　包括的な計画・方針等
２　個別的な計画・方針等
３　その他
４　特に決めていない

主な方針・計画等の名称

策定形態

１　包括的
２　個別的

方針・計画等
の始期

問３問１

方針・計画等
の終期

方針・計画等の
公開状況

１　公開している
２　公開していな
い

全団体対象

方向性決定の
予定

１　予定あり
２　予定なし

方向性決定予定時期

問１で「３　その他」と回答した団体のみ対象

問７

「その他」の公
開状況

１　公開している
２　公開していな
い

問６

方向性決定の方法

１　包括的な計画・方針
等
２　個別的な計画・方針
等
３　その他

その他の内容

問1で「4 特に決めていない」と回答した団体のみ対象

問４ 問８

47沖縄県 南大東村 ○ 第3次南大東村行政改革大綱 ○ H 13 H ○ H H

47沖縄県 北大東村 ○ H H H H ○
庁議等にはかり策定の有無や、策定する場合の
優先順位を決定する。

必要性があると認識しているが策定に至っていな
い。今後、取り組んでいく。

47沖縄県 伊平屋村 ○ 伊平屋村行政改革実施計画 ○ H 18 H ○ H H

47沖縄県 伊是名村 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

47沖縄県 久米島町 ○ 第2次集中改革プラン ○ H 23 H 28 ○ H H

47沖縄県 八重瀬町 ○ 八重瀬町行政改革大綱 ○ H 23 H 27 ○ H H

47沖縄県 多良間村 ○ 多良間村行財政改革大綱 ○ H 22 H 26 ○ H H

47沖縄県 竹富町 ○ H H H H ○ H24年度中 ○

47沖縄県 与那国町 ○ 与那国町行政改革大綱 ○ H 17 H ○ H H

1,274 622 6 315 1,585 1,019 2,215 389 5 3 168 147 139 59 1集計
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